
 
 

 

 

 

 

 

 

 平成 30 年～令和 5 年を 期間と する「 第 7 次山形県保健医療計画」 は、 3 年毎に調

査、 分析及び評価を行い、 必要があると 認めると き は中間見直し を行う こ と と さ

れており ます。  

 そこ で、 今回は「 第 7 次山形県保健医療計画」 のう ち、 下記の見直し 案・ 骨子案

についてご意見を伺います。  

○第２ 部各論  第２ 章 疾病及び事業ごと の医療連携体制の整備 

第２ 節 地域における医療連携体制 

２  脳卒中、 ３  心筋梗塞等の心血管疾患（ 骨子案）  

【 概要】 現行の保健医療計画を ベースと し 、 追加項目と し ては、 令和４ 年１ 月に策

定を予定し ている山形県循環器病対策推進計画（ 仮称）（ 以下「 循環器病計画」 と

いう 。） の記載項目と するこ と で、 循環器病計画と の整合性を確保する。  

    循環器病計画の構成 

 

 

 

 

 

 

 

（ 令和３ 年８ 月２ ６ 日 県庁がん対策・ 健康長寿日本一推進課より ）  

 

協議事項（ １ ）  第７ 次山形県保健医療計画の

中間見直し について 

 

( 1)  循環器病の予防や正し い知識の普及啓発 

( 2)  保健、 医療及び福祉に係るサービス提供体制の充実 

 ① 循環器病を 予防する健診の普及等 

 ② 救急搬送体制の整備 

 ③ 循環器病に係る医療提供体制の整備 

 ④ 患者等への支援と 情報提供 

( 3)  循環器病の研究推進 
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○第２ 部各論  第３ 章 在宅医療の推進 

 第１ 節 在宅医療提供体制の整備（ 骨子案）  

【 概要】 現行の保健医療計画を ベースと する。  

・ 国の指針の設定により 在宅医療を実施する診療所数を 、やまがた長寿安心

プラ ン に合わせて在宅医療支援歯科診療所の数およ び訪問歯科診療件数

を数値目標に追加。  

・ 新型コ ロナウイ ルス感染症の流行を 踏まえた在宅医療に関する対応追記 

・ その他データ の時点修正等。  

 

○第３ 部地域編 第２ 章 最上地域編（ 見直し 案）  

【 修正概要】 国の指針の設定により 在宅医療を実施する診療所数を 数値目標に追加。

また、 山形県医師確保計画と 山形県看護職員需給計画に合わせて医療

従事者確保の目標を 再設定。  

その他状況の変化に応じ た以下の修正を行っ た。  

・ 新庄市による看護師養成所設立の断念や県立新庄病院の改築に関する検

討の進展、 県周産期医療情報システムの運用停止を 反映 

・ 最上地域における糖尿病による死亡率に関する記載を削除。 （ 特徴的な

数値がなく 、 また母数が少なく 比較し づら いため）  

・ その他データ の時点修正等。  
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（ 資料）  

１ ． 中間見直し について 

資料４ －１ －１ ： 第７ 次山形県保健医療計画の中間見直し について 

資料４ －１ －２ ： 第 7 次山形県保健医療計画の構成について 

資料４ －１ －３ ： 主な検討事項 

資料４ －１ －４ ： スケジュ ール 

資料４ －１ －５ ： 骨子案作成要領 

資料４ －１ －６ ： 見直し 案作成要領 

 

２ ． 各論 骨子案について 

資料４ －２ －１ ： 脳卒中 骨子案 

資料４ －２ －２ ： 心筋梗塞等の心血管疾患 骨子案 

資料４ －２ －３ ： 在宅医療 骨子案 

 

３ ． 最上地域編 見直し 案について 

資料４ －３ －１ ： 最上地域編 見直し 案 

資料４ －３ －２ ： 最上地域編 見直し 案 修正票（ 新旧対照表）  
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第７ 次山形県保健医療計画の中間見直し について 
 

 

１  趣旨 

医療法第 30 条の６ の規定により 、 医療計画は３ 年ごと に調査、 分析及び評価を行

い、 必要があると 認めると き は中間見直し を行う も のと さ れており 、 令和３ 年度中

に現行計画の中間見直し を実施する も の。 （ 計画期間： 平成 30 年度～令和５ 年度） 

 

２  計画の位置付け及び計画期間 

  医療法第 30 条の４ の規定により 、都道府県が定める医療計画であり 、本県の保健・

医療に関する施策の基本指針と なるも の。  

計画期間は、 平成 30 年度から 令和５ 年度までの６ 年間。  

 

３  中間見直し の方向性 

（ １ ） 現行計画の主な記載事項 

  ■ 保健医療の現状（ 統計データ ）  ■ 基準病床数の算定 

  ■ 医療連携体制の整備 

  ５ 疾病・ ５ 事業（ ※） 及び在宅医療に係る目標 

 

 

 

■ その他の医療機能の整備（ 難病、 感染症対策 等）  

■ 保健医従事者の確保と 資質の向上 

■ 保健・ 医療・ 福祉の総合的な取組  

（ ２ ） 見直し の内容 

 厚生労働省の作成指針を踏まえ、 主に５ 疾病・ ５ 事業及び在宅医療に関する「 指

標」 の見直し や「 現状」 の時点修正を行う ほか、 必要に応じ て「 課題」 や「 今後の

施策」 を見直す。  

 

４  主な検討内容及び体制 

  見直し に当たっ ては各分野の関係協議会等において意見聴取等を行い、計画全体に

ついては県保健医療推進協議会で協議を進めるこ と と し 、医療審議会に諮問し た上で、

計画を決定する。 （ 具体的な検討内容は別紙のと おり ）  

 

５  今後のスケジュ ールについて 

  資料４ －４ のと おり  

（ ※） ５ 疾病： ①がん、 ②脳卒中、 ③心筋梗塞等の心血管疾患、 ④糖尿病、 ⑤精神疾患 

５ 事業： ①小児医療、 ②周産期医療、 ③救急医療、 ④災害時医療、 ⑤へき 地医療 
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当

課
項

　
　

目

　
７

　
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

そ
の

他
の

保
健

医
療

従
事

者
1
81

健
康

福
祉

企
画

課

第
６

章
　

将
来

の
保

健
医

療
提

供
体

制
の

姿
と

保
健

医
療

計
画

18
4

　
　

　
　

に
よ

る
事

業
の

推
進

第
１

節
　

保
健

医
療

計
画

の
周

知
と

情
報

公
開

1
84

健
康

福
祉

企
画

課

第
２

節
　

将
来

の
保

健
医

療
提

供
体

制
の

姿
（

評
価

目
標

）
1
84

健
康

福
祉

企
画

課

第
３

節
　

保
健

医
療

計
画

の
推

進
体

制
と

役
割

1
84

　
１

　
県

18
4

　
２

　
市

町
村

18
4

健
康

福
祉

企
画

課

　
３

　
医

療
機

関
18

4

　
４

　
保

健
医

療
関

係
従

事
者

18
5

　
５

　
県

民
18

5

第
４

節
　

評
価

目
標

の
進

行
管

理
1
85

　
１

　
進

行
管

理
の

方
法

18
5

健
康

福
祉

企
画

課

　
２

　
進

捗
状

況
の

広
報

・
周

知
方

法
18

5

　
３

　
評

価
と

検
討

18
5

第
７

章
　

保
健

・
医

療
・

福
祉

の
総

合
的

な
取

組
み

18
6

第
１

節
　

健
康

づ
く

り
の

推
進

1
86

が
ん

対
策

・
健

康
長

寿
日

本
一

推
進

課

う
ち

児
童

生
徒

に
関

す
る

部
分

ス
ポ

ー
ツ

保
健

課

第
２

節
　

高
齢

者
保

健
医

療
福

祉
の

推
進

2
01

高
齢

者
支

援
課

第
３

節
　

障
が

い
者

保
健

医
療

福
祉

の
推

進
2
05

障
が

い
福

祉
課

第
４

節
　

母
子

保
健

医
療

福
祉

の
充

実
2
10

子
ど

も
家

庭
支

援
課

第
５

節
　

保
健

福
祉

施
設

の
機

能
強

化
2
13

　
１

　
保

健
所

21
3

関
係

各
課

　
２

　
衛

生
研

究
所

21
4

関
係

各
課

　
３

　
精

神
保

健
福

祉
セ

ン
タ

ー
21

5
障

が
い

福
祉

課

　
４

　
児

童
相

談
所

21
6

子
ど

も
家

庭
課

　
５

　
市

町
村

保
健

セ
ン

タ
ー

21
7

健
康

福
祉

企
画

課

第
３

部
　

地
域

編
2
18

（
地

域
ご

と
の

計
画

等
を

記
載

）
数

値
目

標
及

び
記

載
事

項
の

見
直

し
各

総
合

支
庁

保
健

企
画

課
見

直
し

案
作

成

3
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主
な

検
討

内
容

検
討

体
制

主
担

当
課

1
が

ん
○

国
の

医
療

計
画

作
成

指
針

等
を

踏
ま

え
た

記
載

事
項

等
の

見
直

し
○

健
康

や
ま

が
た

安
心

プ
ラ

ン
と

の
整

合
性

<
意

見
聴

取
>

健
康

長
寿

推
進

協
議

会

2
脳

卒
中

3
心

筋
梗

塞
等

の
心

血
管

疾
患

4
糖

尿
病

○
国

の
医

療
計

画
作

成
指

針
等

を
踏

ま
え

た
記

載
事

項
等

の
見

直
し

○
健

康
や

ま
が

た
安

心
プ

ラ
ン

と
の

整
合

性
<
意

見
聴

取
>

健
康

長
寿

推
進

協
議

会

5
精

神
疾

患
○

国
の

医
療

計
画

作
成

指
針

等
を

踏
ま

え
た

記
載

事
項

等
の

見
直

し
○

山
形

県
障

が
い

福
祉

計
画

・
山

形
県

障
が

い
児

福
祉

計
画

（
R
3
年

度
～

）
と

の
整

合
性

<
意

見
聴

取
>

障
が

い
者

施
策

推
進

協
議

会
障

が
い

福
祉

課

6
小

児
救

急
を

含
む

小
児

医
療

7
周

産
期

医
療

8
救

急
医

療

9
災

害
時

に
お

け
る

医
療

10
へ

き
地

の
医

療
<
意

見
聴

取
>

地
域

医
療

対
策

協
議

会

1
在

宅
医

療
提

供
体

制
の

整
備

2
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の

構
築

第
７

次
山

形
県

保
健

医
療

計
画

の
中

間
見

直
し

に
お

け
る

検
討

事
項

項
　

目

　
第

２
部

[
各

論
]
　

第
２

章
[
疾

病
及

び
事

業
ご

と
の

医
療

連
携

体
制

の
整

備
]
　

第
２

節
[
地

域
に

お
け

る
医

療
連

携
体

制
]

が
ん

対
策

・
健

康
長

寿
日

本
一

推
進

課
○

国
の

医
療

計
画

作
成

指
針

等
を

踏
ま

え
た

数
値

目
標

及
び

記
載

事
項

の
見

直
し

○
健

康
や

ま
が

た
安

心
プ

ラ
ン

「
循

環
器

病
対

策
」

（
R
3
追

加
）

と
の

整
合

性
<
協

議
・

検
討

>
健

康
長

寿
推

進
協

議
会

　
第

３
章

[
在

宅
医

療
の

推
進

]
　

第
１

節
、

第
２

節

○
国

指
針

（
指

標
例

）
の

見
直

し
等

に
よ

る
数

値
目

標
及

び
記

載
事

項
の

見
直

し
○

在
宅

医
療

の
需

要
量

の
再

推
計

○
訪

問
診

療
を

実
施

す
る

診
療

所
・

病
院

数
の

数
値

目
標

○
や

ま
が

た
長

寿
安

心
プ

ラ
ン

（
R3

年
度

～
）

と
の

整
合

性

医
療

政
策

課
高

齢
者

支
援

課
障

が
い

福
祉

課

<
協

議
・

検
討

>
地

域
保

健
医

療
協

議
会

在
宅

医
療

専
門

部
会

（
各

圏
域

）

<
意

見
聴

取
>

地
域

保
健

医
療

協
議

会
（

各
圏

域
）

医
療

政
策

課
消

防
救

急
課

（
救

急
医

療
の

う
ち

救
急

隊
に

関
す

る
こ

と
）

○
国

の
医

療
計

画
作

成
指

針
等

を
踏

ま
え

た
記

載
事

項
等

の
見

直
し

５
疾

病
・
５

事
業

及
び

在
宅

医
療

39



脳
卒

中
、

心
血

管
疾

患
、

在
宅

医
療

　
以

外
脳

卒
中

、
心

血
管

疾
患

、
在

宅
医

療

※
会

議
開

催
は

新
型

コ
ロ

ナ
の

発
生

状
況

を
踏

ま
え

、
オ

ン
ラ

イ
ン

や
書

面
に

よ
る

方
式

も
活

用
す

る
。

第
７

次
 保

健
医

療
計

画
　

中
間

見
直

し
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル

開
催

時
期

　
県

健
康

長
寿

推
進

協
議

会
<
脳

卒
中

、
心

血
管

疾
患

>
※

健
康

や
ま

が
た

安
心

プ
ラ

ン
「

循
環

器
病

対
策

推
進

計
画

」
策

定
と

同
時

進
行

地
域

保
健

医
療

協
議

会
在

宅
医

療
専

門
部

会
（

各
圏

域
）

<
在

宅
医

療
>

地
域

保
健

医
療

協
議

会
（

各
圏

域
）

保
健

医
療

推
進

協
議

会
医

療
審

議
会

1月 2月 3月

R
3年

度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 1
0
月

1
1
月

1
2
月

【
第

２
回

開
催

】
（

1
2月

下
旬

）

◆
計

画
案

に
つ

い
て

（
計

画
全

体
）

【
医

療
審

議
会

】

◆
諮

問
・

答
申

◆
骨

子
素

案
に

つ
い

て
意

見
照

会

（
脳

卒
中

、
心

血
管

疾
患

、
在

宅
医

療
）

※
取

り
ま

と
め

後
、

調
整

【
第

１
回

開
催

】

◆
骨

子
の

協
議

【
第

１
回

開
催

】
7
/
9

◆
中

間
見

直
し

の
進

め
方

に
つ

い
て

◆
R2

取
組

み
報

告
（

医
療

計
画

、
医

療
費

適
正

化
計

画
、

ア
ル

コ
ー

ル
計

画
）

【
第

２
回

開
催

】
（

1
月

上
旬

）

◆
計

画
案

に
つ

い
て

（
計

画
全

体
）

◆
地

域
医

療
構

想
の

進
捗

状
況

◆
総

合
確

保
基

金
事

業
の

報
告

◆
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

の
実

施

◆
関

係
団

体
、

市
町

村
等

の
意

見
聴

取

【
幹

事
会

】
5
/
27

（
庁

内
関

係
課

、
各

総
合

支
庁

関
係

課
）

◆
中

間
見

直
し

の
進

め
方

に
つ

い
て

◆
骨

子
案

ま
た

は
見

直
し

案
の

作
成

依
頼

◆
見

直
し

案
の

取
り

ま
と

め
（計

画
全

体
）

◆
保

健
医

療
推

進
協

議
会

（
主

要
メ

ン
バ

ー
）
へ

意
見

照
会

◆
関

係
協

議
会

等
へ

意
見

照
会

【
第

２
回

開
催

】

◆
計

画
素

案
の

協
議

【
第

１
回

開
催

】
（

分
科

会
）

◆
骨

子
の

協
議

【
第

２
回

開
催

】
（

分
科

会
）

◆
計

画
素

案
の

協
議

【
第

３
回

開
催

】
（

全
体

協
議

会
）

◆
計

画
案

の
協

議

◆
骨

子
案

の
取

り
ま

と
め

【
第

１
回

開
催

】

◆
骨

子
案

に
つ

い
て

（脳
卒

中
、

心
血

管
疾

患
、

在
宅

医
療

）

◆
1
2
月

議
会

報
告

（
健

康
や

ま
が

た
安

心
プ

ラ
ン

「
循

環

器
病

対
策

推
進

計
画

」
）

◆
見

直
し

案
の

取
り

ま
と

め

◆
１

月
議

会
(
閉

会
中

）
報

告
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第７ 次県保健医療計画 中間見直し  作成要領 

（ 骨子案： 循環器病（ 脳卒中、 心血管疾患）、 在宅医療）  

 

１  骨子作成に当たっ ての考え方 

（ １ ） 国が示す「 医療計画作成指針」 及び「 疾病・ 事業及び在宅医療に係る医療体制

構築に係る指針」 の一部改正（ 令和２ 年４ 月） に沿っ て検討を進める。  

・ 在宅医療に関し ては、 改正後の指標例を現状把握のための指標や目標値と し

て、 現行計画に追加する必要があるか確認する。  

【 参考： 現行計画策定時のプロセス】  

   ①現状の把握、 課題の抽出 

各種指標を用いて現状の把握と 現行の医療計画の評価を行う 。  

・ 課題の抽出にあたっ ては、 アウト カ ム指標を中心に指標を 確認し 、 緊急度と

重要度を検討し たう えでの課題を設定する。  

・ 現行の医療計画において設定さ れた課題と それに対する施策に加え、 施策の

中で実施し た事業について整理を行う 。 その際、 課題解決につながっ ていな

い施策や事業については、 見直し を含む改善を行う 。  

※次に掲げる着眼点をも と に記載 

    ・ 全国と 比較し て課題がある項目はないか（ 年齢調整死亡率や疾病の重症度

を確認する指標など）  

    ・ 県全体と し てみると 指標の数値に大きな問題がなく ても 、 圏域ごと にみた

場合、 課題がある項目はないか。  

 

②目指すべき方向と 数値目標の検討 

①で把握し た現状と 課題を 踏まえて、 目指すべき方向と 評価可能で具体的な

数値目標の設定を検討する（ 事後的に定量的な比較評価可能な数値の設定と

目標達成に要する期間を設定）。  

     

③必要な施策の検討 

②を達成するために必要な施策を検討する。 施策の検討にあたっ ては、 課題

の分析を行い、 検討し た施策の結果（ アウト プッ ト ） が②に対し てどれだけ

の影響（ イ ンパク ト ） をも たら し う るかと いう 観点を踏まえる。  

 

（ ３ ） 関連する他の計画と の整合性を図る。  

（ ４ ） 県民に分かり やすい平易な言葉で簡潔に記述するこ と 。  
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２  記載のスタ イ ル 

現行計画の記載スタ イ ルを維持するこ と 。（ 現行スタ イ ルは下記のと おり ）  
 

 ①《 現状と 課題》  

⇒県民ニーズと の関係、 現状分析、 こ れまでの取り 組みによる改善の経過 

 ②《 目指すべき 方向》  

⇒現状と 課題を踏まえ、 目指すべき方向について記載（ ５ 疾病・ ５ 事業及

び在宅医療は住民の健康状態や患者の状態を最終目標と する）  

   ⇒目指すべき 方向の実現につながるこ と が期待さ れる関連する目標（ 中間

アウト カ ム） と それを達成するための方向性についても 可能な限り 記載 

③《 数値目標》   

⇒施策に取り 組んだ結果と し て実現さ れる状況や到達点（ ５ 疾病・ ５ 事業

及び在宅医療は住民の健康状態や患者の状態を最終目標と する）  

    ※目指すべき方向と リ ンク し た数値目標を記載 

 ④《 目指すべき 方向を実現するための施策》   

   ⇒目指すべき 方向を実現するために必要な施策について記載 

 ※上記①～④の項目がそれぞれ関連し た記載と なるよう 留意するこ と 。  

   

  ●骨子の段階では、「 現状と 課題」、「 目指すべき 方向」、「 数値目標（ 項目のみで

可）」 までを 記載する。  

 

３  記載例 

現行計画と 同様の記載方法と するこ と 。  

《 現状と 課題》  

「 ・ ・ ・ は、 ○○で、 全国第○位と なっ ています（ 全国値を上回っ ています）。」 

「 ・ ・ ・ は、・ ・ ・ し ている状況です。」  

    「 ・ ・ ・ は、（ 十分と はいえない状況です。）」  

    「 ・ ・ ・ のため、・ ・ ・ を（ 進める、 整備する、 促す） こ と が必要です。」  

    「 ・ ・ ・ の・ ・ ・ が（ 求めら れています。 必要です。）」  

   《 目指すべき 方向》  

    「 ・ ・ ・ による年齢調整死亡率の低下を目指し ます。」  

    「 ・ ・ ・ のため、・ ・ ・ の（ 充実、 確保、 整備） を（ 進めます。 促し ます。）」 

    「 ・ ・ ・ については、・ ・ ・ を （ 強化し ます。 進めます。 促し ます。）」  

   《 目指すべき 方向を実現するための施策》  

    「 ・ ・ ・ は・ ・ ・ の（ 構築、 整備、 設置、 開催、 実施、 策定、 充実、 強化、

拡大、 向上、 支援） を（ 進めます。 促し ます。）」  
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●骨子の段階では、 すべて体言止めに統一する。  

４  主担当課について 

別添「 第７ 次県保健医療計画の構成について（ 中間見直し ）」 に記載し た構成項目

ごと の主担当課において、 関係課と 調整のう え該当項目について記載するこ と 。

主担当課以外でも 、 関係する箇所について見直し の必要があるか確認するこ と 。  

 

５  提出期限 

  令和３ 年６ 月 30 日（ 水）  
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第７ 次県保健医療計画 中間見直し  作成要領 

（ 見直し 案： 脳卒中、 心血管疾患、 在宅医療 以外）  

 

１  見直し 案作成に当たっ ての考え方 

（ １ ） 国が示す「 医療計画作成指針」 及び「 疾病・ 事業及び在宅医療に係る医療体制

構築に係る指針」 の一部改正（ 令和２ 年４ 月） に沿っ て検討を進める。  

・ ５ 疾病・ ５ 事業に関し ては、改正後の指標例を現状把握のための指標と し て、

現行計画に追加する必要があるか確認する。  

（ ２ ） 現行計画を ベースと し 、「 現状と 課題」 の時点修正や指標と し て掲載し ている

各データ の更新を 行う ほか、 必要に応じ て「 目指すべき方向」、「 数値目標」 及び

「 目指すべき 方向を実現するための施策」 を見直す。  

（ ３ ） 関連する他の計画と の整合性を図る。  

（ ４ ） 県民に分かり やすい平易な言葉で簡潔に記述するこ と 。  

 

２  記載のスタ イ ル 

現行計画の記載スタ イ ルを維持するこ と 。（ 現行スタ イ ルは下記のと おり ）  
 

 ①《 現状と 課題》  

⇒県民ニーズと の関係、 現状分析、 こ れまでの取り 組みによる改善の経過 

 ②《 目指すべき 方向》  

⇒現状と 課題を踏まえ、 目指すべき方向について記載（ ５ 疾病・ ５ 事業は

住民の健康状態や患者の状態を最終目標と する）  

   ⇒目指すべき 方向の実現につながるこ と が期待さ れる関連する目標（ 中間

アウト カ ム） と それを達成するための方向性についても 可能な限り 記載 

③《 数値目標》   

⇒施策に取り 組んだ結果と し て実現さ れる状況や到達点（ ５ 疾病・ ５ 事業

は住民の健康状態や患者の状態を最終目標と する）  

    ※目指すべき方向と リ ンク し た数値目標を記載 

 ④《 目指すべき 方向を実現するための施策》   

   ⇒目指すべき 方向を実現するために必要な施策について記載 

 ※上記①～④の項目がそれぞれ関連し た記載と なるよう 留意するこ と 。  

 

３  作成様式 

  別添「 第７ 次県保健医療計画 中間見直し  新旧表」  
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４  主担当課について 

別添「 第７ 次県保健医療計画の構成について（ 中間見直し ）」 に記載し た構成項目

ごと の主担当課において、 関係課と 調整のう え該当項目について記載するこ と 。

主担当課以外でも 、 関係する箇所について見直し の必要があるか確認するこ と 。  

 

５  提出期限 

  令和３ 年６ 月 30 日（ 水）  

 

  <提出後の対応について> 

■健康福祉企画課において見直し 案の取り まと め後、 県保健医療推進協議会へ意

見照会を行う 予定。  

■各項目の主担当課においては、 所管する協議会等の開催に合わせて、 関係項目

の見直し 案について意見照会を行う こ と 。（ 意見照会の目安は９ 月中旬と し 、具

体的な期日は今後の進捗状況を踏まえ、 改めて連絡予定）  
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２  脳卒中 

■ 脳卒中対策の推進 

 

《 現状と 課題》  

○ 平成 27 年の人口動態調査結果によると 、 本県の脳卒中（ 脳血管疾患） よる粗死亡率

（ 人口 10 万人対の死亡者数） は、 男性 131.7、 女性 163.8 であり 、 男性は低下し た一

方女性は上昇 

  高齢化の影響を 調整し て計算し た年齢調整死亡率は、 男性 43.8（ 高い方から 全国第

10 位）、 女性 27.4（ 高い方から 全国第５ 位） であり 、 低下傾向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  資料： 厚生労働省 人口動態統計 

  

○ 脳卒中の最大の危険因子は高血圧であり 、 発症の予防には高血圧のコ ン ト ロールが

重要 

  その他、 糖尿病、 脂質異常症、 喫煙、 過度な飲酒なども 危険因子であり 、 生活習慣の

改善や適切な治療が重要 

○ 脳卒中は再発率が高く 、 危険因子（ 食塩の過剰摂取、 喫煙等） や基礎疾患の徹底し た

管理・ ケア、 薬物療法の継続等、 再発予防が重要 

○ 高血圧、 脂質異常症、 喫煙、 糖尿病、 メ タ ボリ ッ ク シンド ロームなどの危険因子の早

期発見のためには、 特定健康診査の受診率向上が必要 

○ ハイ リ スク 者への適切な保健指導、 治療者への治療継続の支援が必要 

脳血管疾患 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 

粗死亡率 
男性 149. 2 142. 4 145. 7 131. 7 

女性 167. 4 165. 8 154. 8 163. 8 

年齢調整 

死亡率 

男性 83. 1 66. 5 55. 8 43. 8 

女性 52. 7 39. 7 31. 7 27. 4 
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○ 脳卒中は、 発症から 治療開始までの時間が短いほど処置の有効性が高く 、 発症後 4.5

時間以内に治療開始するこ と が重要であり 、 救急搬送の更なる強化や病院前の処置、

二次保健医療圏における急性期対応が必要 

○ 患者が安心し て治療やリ ハビリ テーショ ン を 受けら れる よ う 、 発症から 在宅にいた

る まで、 地域において個々の医療機関の医療機能と 役割分担に応じ て継続し て医療が

提供さ れる体制が必要 

○ 脳卒中の発症後は口腔機能の低下が見ら れるこ と が多く 、 早期に機能低下を 防止す

るための処置を実施でき る体制の構築が必要 

○ 脳卒中は、 発症後に生命が助かっ たと し ても 後遺症が残る こ と も 多いため、 在宅医

療の充実や患者及び家族の生活への影響も 考慮し た福祉施設等と 連携し た支援が必要 

○ 脳卒中の発症後には、 手足の麻痺だけでなく 、 外見から は障害がわかり にく い摂食

嚥下障がい、 てんかん、 失語症、 高次脳機能障がい等の後遺症が残る場合があり 、 社会

的理解や支援も 必要 

○ 患者と 家族が、その地域において、医療、介護及び福祉サービスに係る必要な情報に

アク セスでき 、 各ステージに応じ た課題の解決につながるよう な取組みが必要 

 

 

《 目指すべき 方向》  

[ 脳卒中の予防や正し い知識の普及啓発]  

○ 発症や再発、重症化の予防のため、望まし い生活習慣の確立、高血圧等の危険因子や

基礎疾患の管理の重要性等について効果的な普及啓発を推進 

○ 脳卒中の初期症状の早期発見や早期受診（ 救急要請） の啓発 

 

[ 保健、 医療及び福祉に係るサービスの提供]  

○ 特定健康診査受診率の向上を 図るこ と により 、 ハイ リ スク 者の早期発見を 推進 

○ 特定保健指導実施率の向上を 図り 、 及び効果的な指導を 実施するこ と により 、 ハイ

リ スク 者の生活習慣改善を促進し 、 脳卒中の危険因子を低減 

○ 県メ ディ カ ルコ ント ロール協議会等の運営など、 消防機関や医療機関等の連携によ

る病院前救護体制を 一層強化 

○ 急性期から 回復期、 維持期から 在宅に至るまでの連携体制を充実強化 

○ 在宅療養が円滑に実施でき るよう 、 地域生活を 支援する体制を 充実強化 

○ 患者が住み慣れた地域でその有する 能力に応じ 自立し た日常生活を 営むこ と を 可能

と するために、 自立支援・ 重度化防止等の取組みを推進 

○ 医療機関や市町村、 地域包括支援センタ ー等の関係機関と 連携し 、 課題に応じ た情

報提供や相談支援を 推進 

 

[ 脳卒中の研究推進]  

○ 「 山形県脳卒中・ 心筋梗塞発症登録評価研究事業」 の継続実施 
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《 数値目標》  

〇 特定健康診査の受診率 

〇 特定保健指導の終了率 

○ 指導救命士数 

○ 脳梗塞発症後 4.5 時間以内来院者数の割合 

○ 脳梗塞患者に占める rt-PA 治療患者の割合 

○ 自立支援型地域ケア会議の開催回数 

 

《 成果目標》  

○ 脳血管疾患による年齢調整死亡率 
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３  心筋梗塞等の心血管疾患 

■ 心筋梗塞等の心血管疾患対策の推進 

 

《 現状と 課題》  

○ 平成 27 年の人口動態統計によると 、 本県の虚血性心疾患（ 急性心筋梗塞等） による

粗死亡率（ 人口 10 万対の死亡者数） は、 男性 87.4、 女性 60.7 

  また、 高齢化の影響を 調整し て計算し た年齢調整死亡率は、 男性 34.5（ 高い方から

全国第 11 位）、 女性 11.1（ 高い方から 全国第 21 位） であり 、 若干の低下傾向 

 

 

 

 

 

 

 

       資料： 厚生労働省「 人口動態統計」  

 

○ 急性心筋梗塞の危険因子は、 高血圧、 脂質異常症、 喫煙、 糖尿病、 メ タ ボリ ッ ク シン

ド ローム、 スト レ スなどであり 、 発症の予防には生活習慣の改善や適切な治療が重要 

○ 高血圧、 脂質異常症、 喫煙、 糖尿病、 メ タ ボリ ッ ク シンド ロームなどの危険因子の早

期発見のためには、 特定健康診査の受診率向上が必要 

○ ハイ リ スク 者への適切な保健指導、 治療者への治療継続の支援が必要 

○ 急性心筋梗塞は、 発症後速やかに救命措置が必要であり 、 特に心肺停止者に対し て

は、現場におけるＡ Ｅ Ｄ（ 自動体外式除細動器） の使用を 含む救急蘇生法等の適切な救

護措置が有用 

○ 発症から 血行再建までの時間が短いほど治療効果が高いこ と から 、 早急な医療機関

への搬送が必要 

○ 脳卒中・ 心筋梗塞発症登録評価研究事業によれば、 心筋梗塞患者の約４ 割が急性期

管理を 施す病院への到着前に死亡し ている と 推定さ れ、 早期受診を推進し ていく こ と

虚血性心疾患 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 

粗死亡率 
男性 87. 4 79. 9 87. 4 

女性 63. 7 72. 6 60. 7 

年齢調整死亡率 
男性 43. 5 33. 1 34. 5 

女性 16. 6 15. 4 11. 1 
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が必要 

○ 急性大動脈解離は死亡率が高く 、 迅速な診断と 治療が重要。 また、 心不全は、 推計患

者数の約８ 割が 75 歳以上の高齢者であり 、 今後患者数の増加を予想 

○ 患者が安心し て治療やリ ハビリ テーショ ン を 受けら れる よ う 、 発症から 在宅にいた

る まで、 地域において個々の医療機関の医療機能と 役割分担に応じ て継続し て医療が

提供さ れる体制が必要 

○ 心筋梗塞の再発防止や心不全の増悪予防のためには、 薬物療法や生活習慣の改善の

指導、 管理が重要 

○ 慢性心不全は、 特に高齢の患者に多い疾病であり 、 今後も 高齢化に伴う 患者数の増

加が見込まれるため、地域内での重症化予防・ 再入院防止・ 症状緩和のための管理や支

援、 急性増悪への対応など、 医療・ 介護・ 福祉における連携体制の構築が必要 

○ 患者と 家族が、その地域において、医療、介護及び福祉サービスに係る必要な情報に

アク セスでき 、 各ステージに応じ た課題の解決につながるよう な取組みが必要 

 

 

《 目指すべき 方向》  

[ 心血管疾患の予防や正し い知識の普及啓発]  

○ 発症や再発、重症化の予防のため、望まし い生活習慣の確立、高血圧等の危険因子や

基礎疾患の管理の重要性等について効果的な普及啓発を推進 

○ 心血管疾患の初期症状の早期発見や早期受診（ 救急要請） の啓発 

 

 [ 保健、 医療及び福祉に係るサービスの提供]  

○ 特定健康診査受診率の向上を 図るこ と により 、 ハイ リ スク 者の早期発見を 推進 

○ 特定保健指導実施率の向上を 図り 、 及び効果的な指導を 実施するこ と により 、 ハイ

リ スク 者の生活習慣改善を促進し 、 心血管疾患の危険因子を 低減 

○ 県メ ディ カ ルコ ント ロール協議会等の運営など、 消防機関や医療機関等の連携によ

る病院前救護体制を 一層強化 

○ Ａ Ｅ Ｄ の設置を 促進する と と も に、 心筋梗塞患者の病院到着前死亡者の割合を 減ら

す取組みを推進 

○ 急性期から 回復期、 維持期から 在宅に至るまでの連携体制を充実強化 

○ 在宅療養が円滑に実施でき るよう 、 地域生活を 支援する体制を 充実強化 

○ 患者が住み慣れた地域でその有する 能力に応じ 自立し た日常生活を 営むこ と を 可能

と するために、 自立支援・ 重度化防止等の取組みを推進 

○ 医療機関や市町村、 地域包括支援センタ ー等の関係機関と 連携し 、 課題に応じ た情

報提供や相談支援を 推進 

 

[ 心血管疾患の研究推進]  

○ 「 山形県脳卒中・ 心筋梗塞発症登録評価研究事業」 の継続実施 

 

《 数値目標》  
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 ○ 特定健康診査の受診率 

○ 特定保健指導の終了率 

○ 一般市民が目撃し た心原性心肺機能停止傷病者に対し 一般市民により 除細動（ Ａ Ｅ

Ｄ ） が実施さ れた割合 

○ 心筋梗塞患者に占める病院到着前死亡者の割合 

○ 自立支援型地域ケア会議の開催回数 

 

《 成果目標》  

○ 虚血性心疾患による年齢調整死亡率 
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第３ 章 在宅医療の推進 

第１ 節 在宅医療提供体制の整備 

《 現状と 課題》  

 ○ 在宅医療と は、 医療や介護に従事する専門職が病院・ 診療所への通院が困難になっ た

患者に対し て、 住み慣れた自宅や介護施設などを訪問し て行う 医療であり 、 高齢者にな

っ ても 、 病気にかかっ たり 障がいがあっ たり し ても 本人・ 家族の希望に応じ 、 地域で療

養生活を営むこ と を可能と するも の 

 ○ 内閣府「 高齢者の健康に関する意識調査」 によると 、 治る見込みがない病気になっ た

場合に最期を迎えたい場所と し て、「 自宅」 を希望する人が 54. 6％と 過半数を超え、「 病

院などの医療施設」 を希望する人は 27. 7％と の結果 

一方で、 令和元年人口動態統計によ る と 、 本県の場所別の死亡数の割合は、 自宅が

10. 8％（ 全国 13. 6％） であるのに対し 、 医療機関は 70. 5％（ 全国 71. 3％） と 、 多く の人

が自ら 望んだ場所で最期を迎えら れていない状況 

 ○ 本県の人口は県内大多数の市町村で減少 

年齢別に見ると 、75 歳以上の後期高齢者人口は令和 17 年まで増加する見込み（ 同年の

75 歳以上の人口割合は令和元年の 17. 8％から 25. 0％に増加） だが、既に減少局面に入っ

た市町村も あり 、 本県における医療と 介護の需要は大きく 変わら ない見込み 

一方で、 後期高齢者人口の増加に伴い、 要介護認定者や認知症患者が増加し 、 自宅や

地域で疾病や障がいを抱えつつ生活を送る方が増加するこ と が見込まれるこ と から 、 医

療を提供する場所について入院・ 外来の医療機関（ 病院、 診療所） だけでなく 、 在宅医療

提供体制の整備がさ ら に必要 

 ○ 本人・ 家族の希望に応じ 地域で安心し て療養生活を営むこ と を可能と するためには、

在宅医療提供体制に求めら れる「 退院支援」、「 日常の療養支援」、「 急変時の対応」 及び

「 看取り 」 の４ つの機能全てにおいてさ ら なる充実・ 強化が必要 

 

 

[退院支援の現状]  

○ 退院支援担当者を配置し ている病院は 37 か所と 全病院の約半数 

入院時から 在宅療養まで、 患者が安心し て円滑に移行ができるよう 、 退院支援の充実

が必要 

 

退院支援担当者を配置し ている病院   

 村山 最上 置賜 庄内 計 
病院数( Ａ )  33 ５  15 16 69 
う ち担当者配置の病院( Ｂ )  20 1 6 10 37 
割合( Ｂ /Ａ )  60. 6％ 20. 0％ 40. 0％ 62. 5％ 53. 6％ 

資料： 厚生労働省「 平成 29 年医療施設調査」  

   

赤字下線： 現行計画からの見直し 箇所 
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[ 日常の療養支援の現状]  

○ 訪問診療の実施件数（ 訪問診療を受けた患者数） は、 平成 23 年の 7, 497 件/月から 、

平成 29 年には 8, 893 件/月に増加 

訪問診療を実施し ている医療機関は、全病院 69 のう ち 23 か所（ 33. 3％）、全診療所 926

のう ち 211 か所（ 22. 8％）  

○ 地域医療構想において在宅医療等の需要増加が推計さ れているこ と から 、 訪問診療・

訪問看護・ 訪問歯科診療・ 訪問薬剤管理指導など在宅医療提供体制の確保が必要 

 

訪問診療を実施し ている病院  

 村山 最上 置賜 庄内 計 
病院数( Ａ )  33 ５  15 16 69 
う ち訪問診療を行う 病院( Ｂ )  ７  ３  ７  ６  23 
割合( Ｂ /Ａ )  21. 2％ 60. 0％ 46. 7％ 37. 5％ 33. 3％ 

資料： 厚生労働省「 平成 29 年医療施設調査」  

 

訪問診療を実施し ている診療所  

 村山 最上 置賜 庄内 計 
診療所数( Ａ )  492 51 153 230 926 
う ち訪問診療を行う 診療所( Ｂ )  102 10 34 65 211 
割合( Ｂ /Ａ )  20. 7％ 19. 6％ 22. 2％ 28. 3％ 22. 8％ 

資料： 厚生労働省「 平成 29 年医療施設調査」  

 

○ 高齢化の進行に伴い、 通院が困難な状態になっ た高齢者や在宅療養を行う 人等に対 

し 、 必要な歯科医療が提供できるよう 、 在宅歯科診療体制の構築が必要 

また、 医科・ 歯科・ 福祉・ 保健のより 一層の連携体制の強化が必要 

○ 厚生労働省は、 平成 27 年に「 患者のための薬局ビジョ ン」 を策定し 、 患者本位の医薬

分業の実現に向けて、「 かかり つけ薬剤師を配置し ている薬局」 を促進 

本県においては、かかり つけ薬剤師を配置し ている薬局の割合は、50. 7％（ 全国： 55. 9％）

であり 、 一層の普及促進が必要 

○ 在宅療養者の生活を中心的に支える訪問看護について、 訪問看護ステーショ ン数は 72

か所（ 休止事業所を除く ）。  

また、 看護職員が５ 人未満の小規模な事業所（ 46 か所） が多数 

さ ら に、 訪問看護受給率（ 65 歳以上人口における介護保険法による訪問看護受給者の

割合） は全国平均が 1. 56％に対し て本県合計は 1. 21％で、 地域によ り ばら つき あり

（ 0. 78％～1. 32％）  

 

訪問看護ステーショ ン数等  

 村山 最上 置賜 庄内 計 
訪問看護ステーショ ン数 36 ５  13 18 72 
う ち看護職員数（ 常勤換算）  
５ 人以上 

13 ０  ４  ９  26 

介護保険法による訪問看護受給率 1. 32％ 0. 78％ 1. 32％ 1. 04％ 1. 21％ 

資料： 県高齢者支援課調べ（ 令和２ 年 10 月１ 日現在）  
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○ 医療的ケアを受けながら 日常生活を営む小児患者に対する訪問診療、 訪問看護などに

対応できる体制の確保が必要 

○ 県が県医師会及び各郡市地区医師会の協力のも と 県内全医療機関を対象に実施し た令

和２ 年度在宅医療・ オンラ イ ン診療に係る実態調査によると 、 在宅医療を実施し ている

医療機関数は前回調査（ 平成 29 年度） と 比べて減少し たも のの、 現在、 在宅医療に取り

組んでいる医療機関の８ 割強が「 今後も 取組みを継続し たい」「 拡大し たい」 と いう 意向 

  また、「 在宅医療に今後取り 組みたい」 と し た医療機関も 一定数あっ たこ と から 、 新規

開業者も 含め、 こ れら 意欲ある医療機関の支援をより 強力に進めていく 必要 

○ また、 同調査によると 、 新型コ ロナウイ ルス感染症の流行下、 多く の病院で面会制限

や看取り の立会制限が行われた。 コ ロナ禍を機に、 患者本人や家族の希望に応じ 、 入院

だけでなく 「 在宅医療」 と いう 選択肢を選びやすく なるよう 、 感染症流行下における在

宅医療提供体制の整備を支援し ていく 必要 

 

[ 急変時の対応の現状] 

○ 患者と 家族が安心し て療養生活を送るこ と ができるよう 、 在宅療養者の症状が急変し

た際に 24 時間 365 日いつでも 往診や訪問看護の対応が可能な体制や入院医療機関にお

ける円滑な後方支援体制の確保が求めら れており 、 その役割を担う 在宅療養支援診療所

（ 病院）、 在宅療養後方支援病院、 地域包括ケア病棟を持つ医療機関の増加が必要 

 

在宅療養支援診療所数  

 村山 最上 置賜 庄内 計 
診療所数( Ａ )  
（ 令和元年 10 月１ 日）  

487 53 151 228 919 

在宅療養支援診療所( Ｂ )  
（ 令和３ 年４ 月１ 日）  

33 ５  18 33 89 

割合( Ｂ /Ａ )  6. 8％ 9. 4％ 11. 9％ 14. 5％ 9. 7％ 

資料： 厚生労働省「 令和元年医療施設調査」 及び東北厚生局「 施設基準の届出等受理状況一覧」  

 

24 時間体制を取っ ている訪問看護ステーショ ン数 

 村山 最上 置賜 庄内 計 
訪問看護ステーショ ン数 36 ５  13 18 72 
う ち緊急時訪問看護加算 36 ４  13 18 71 

資料： 県高齢者支援課調べ（ 令和２ 年 10 月１ 日現在）  

 

[ 看取り の現状]  

○ 一般診療所のう ち看取り を実施し ている診療所の割合は県全体で 6. 0％ 

患者や家族が希望し た場合に、 自宅や介護施設等で最期を迎えるこ と を可能にする医

療及び介護の体制整備が必要 

 

在宅看取り を実施し ている一般診療所数 
 村山 最上 置賜 庄内 計 
診療所数( Ａ )  492 51 153 230 926 
う ち看取り 実施の診療所( Ｂ )  21 ２  14 19 56 
割合( Ｂ /Ａ )  4. 3％  3. 9％ 9. 2％ 8. 3％ 6. 0％ 

資料： 厚生労働省「 平成 29 年医療施設調査」  
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[ 在宅医療に係る圏域]  

○ 在宅医療提供体制の構築に当たり 、 各市町村の取組に加えて、 郡市地区医師会や地域

の基幹病院を中心と し て、 顔の見える関係のも と で医療と 介護の連携や在宅医療の充実

を図る取組が進めら れている状況を踏まえ、 前計画と 同様に在宅医療圏域を設定（ 具体

的な圏域の設定については地域編において記載）  

 

《 目指すべき方向》  

本人・ 家族の希望に応じ 、 いずれの地域においても 安心し て療養生活を送るこ と を可能

と する体制の確保 

 

[ 退院支援]  

○ 入院時から 在宅医療まで円滑な移行ができるよう 、 病院、 診療所、 介護施設等の連携

による退院を支援する体制の確保 

 

[ 日常の療養支援]  

○ 在宅医療等需要の増加と 重症度の高い在宅療養者への対応など在宅医療のニーズに応

えら れるよう 、 自宅や自宅以外における生活の場の充実と と も に、 在宅医療に携わる医

師、 歯科医師、 看護師、 薬剤師、 介護支援専門員などの多職種が一体と なっ て在宅医療

に取り 組む体制の確保 

 

[ 急変時の対応]  

○ 在宅療養者の症状の急変に対応できるよう 、 在宅医療を担う 病院、 診療所、 訪問看護

ステーショ ンと 入院機能を有する病院、 診療所と の円滑な連携による診療体制の確保 

 

[ 看取り ]  

○ 住み慣れた自宅や介護施設等、 本人・ 家族が望む場所で看取り を行う こ と ができる体

制の確保 

 

《 数値目標》  

○ 訪問診療の実施件数（ 訪問診療を受けている患者数）  

○ 訪問診療を実施する診療所・ 病院数 

○ 在宅療養支援歯科診療所の数 

○ 訪問歯科診療件数 
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《 目指すべき方向を実現するための施策》  

[ 退院支援]  

○ 県は市町村・ 医師会など関係機関と と も に、 入院時から 在宅療養まで円滑な移行がで

きるよう 、 入退院調整ルールの作成などにより 病院、 診療所、 介護施設等の連携を支援 

   

[ 日常の療養支援]  

○ 県は、 地域医療構想調整会議、 病床機能の分化・ 連携について協議する病床機能調整

ワーキング及び在宅医療の拡充について協議する在宅医療専門部会を開催し 、 二次保健

医療圏ごと の状況を踏まえた医療機関間や医療と 介護の連携など、 関係者と の協議のも

と 地域医療構想の実現に向けた取組を推進 

○ 県は関係機関と と も に、 在宅医療への理解を促進する取組などにより 、 在宅医療に取

り 組む医療関係者を確保 

また、 多職種の連携による在宅医療に取り 組む人材の確保や資質の向上の取組を支援 

○ 自宅や自宅以外において、 退院後も 必要な医療・ 介護を効果的に受けるこ と ができる

多様な居住環境の整備や居宅サービスを充実 

○ 県は関係機関と と も に、 医療的ケアを受けながら 日常生活を営む小児患者への対応に

ついて知識を習得する場を設けるなどにより 、 医療的ケアを必要と する小児患者へ対応

できる在宅医療提供体制の確保 

○ 県は関係機関と と も に、 地域における在宅医療に取り 組む医師の負担の軽減を図る取

組に対し て支援 

○ 県は県歯科医師会に設置し ている在宅歯科医療連携室と 市町村や介護関係者と の具体

的な連携・ 協働する取組を推進 

○ 県は、 在宅対応も できる「 かかり つけ薬剤師を配置し ている薬局」 を促進 

○ 県は、 訪問看護に係る課題解決のための一元的・ 総合的な拠点と し て訪問看護総合支

援センタ ーを設置し 、 関係機関と 連携し ながら 訪問看護サービス提供体制の充実や在宅

医療に携わる看護師の確保等を支援 

 

[ 急変時の対応]  

○ 県は関係機関と と も に、研修の実施などにより 、在宅療養支援診療所など 24 時間対応

可能な医療機関等の確保を支援 

また、 病院、 診療所、 訪問看護ステーショ ンなどの円滑な連携が図ら れるよう 支援 

 

[ 看取り ]  

○ 県は関係機関と と も に、 住民や家族の在宅医療や看取り に対する理解を促進 

○ 県は関係機関と と も に、 医療機関や介護施設等の関係者における看取り の理解を促進

し 、 医療機関や介護施設等による看取り 体制を充実 
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第２ 節 最上二次保健医療圏 

１  医療提供体制 

《 現状と 課題》  

（ １ ） 医療従事者 

○ 最上地域における人口 10 万対医師数（ 令和２ 年末） は    人で、県平均（     人）、

全国平均（     人） と 比較すると 極端に少なく 、 他地域（ 村山    人、 置賜    人、

庄内     人） と 比較し ても 少ない状況です。また、平成 22 年の数値（ 村山 278. 1 人、

最上 137. 6 人、 置賜 170. 5 人、 庄内 176. 4 人） と 比較すると 、 他地域は増加し ている

も のの最上地域は微増に留まっ ており 、 格差が拡大し ています。  

○ 最上地域における医師数は年々減少（ 令和２ 年末   人） し ており 、 開業医の減少傾

向と 高齢化により 、 かかり つけ医や在宅医療を 担う 医師がいなく なる地域が増えるこ

と も 想定さ れ、 患者の病院への集中によ る勤務医の負担がさ ら に増える懸念があり ま

す。  

○ 令和２ 年度に厚生労働省が示し た医師偏在指標において、 最上地域は、「 医師少数区

域」 と 位置付けら れています。  

 

医師数の状況                              

 最上 山形県 全国 村山 置賜 庄内 

実 数       

人口 10 万対       

資料： 厚生労働省「 令和２ 年医師・ 歯科医師・ 薬剤師調査」  

 

 最上 山形県 全国 村山 置賜 庄内 

実 数 116 人 2, 589 人 
295, 049

人 
1, 567 人 387 人 519 人 

人口 10 万対 137. 6 人 221. 5 人 230. 4 人 278. 1 人 170. 5 人 176. 4 人 

資料： 厚生労働省「 平成 22 年医師・ 歯科医師・ 薬剤師調査」  

 

○ 平成 30 年末の人口 10 万対歯科医師数（ 50. 3 人）、 薬剤師数（ 141. 4 人） 及び看護師

数（ 811. 6 人） は、 いずれも 県平均及び全国平均より 少なく 、 引き 続き 医療従事者全般

の確保が必要です。  

 

歯科医師数・ 薬剤師数の状況                    

 最上 山形県 全国 村山 置賜 庄内 

歯科医師数       

人口 10 万対       

薬剤師数       

人口 10 万対       
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資料： 厚生労働省「 令和２ 年医師・ 歯科医師・ 薬剤師調査」  

看護師数の状況                           

 最上 山形県 全国 村山 置賜 庄内 

看護師数 597 人 11, 731 人 1, 218, 606 人 6, 594 人 1, 999 人 2, 541 人 

人口 10 万対 811. 6 人 1, 076. 2 人 963. 8 人 1, 220. 0 人 968. 5 人 943. 4 人 

資料： 厚生労働省「 令和２ 年業務従事者届」  

※山形県、全国の人口 10 万対比率算出に用いた人口は、総務省統計局「 10 月１ 日現在推計人口」

によ る。  

※地域（ 最上、 村山、 置賜、 庄内） ごと の人口 10 万対看護師数は、 最上保健所保健企画課調べ。

人口 10 万対比率算出に用いた人口は、 県企画振興部（ 現在、 みら い企画創造部） 統計企画課

「 山形県の人口と 世帯数（ 推計）（ 令和２ 年 10 月１ 日現在）」 による。  

 

 ○ 平成 28 年３ 月に「 も がみ看護師確保推進ネッ ト ワーク 協議会」 を 設立し 、 求人・ 求

職情報の一元的集約と 効果的な情報提供、 教育研修体制の構築、 介護福祉施設等にお

ける看護師確保対策等、 管内の関係機関の連携によ る看護師の確保・ 育成及び定着に

向けた取組を 実施し ています。  

 ○ 平成 29 年度から 、 最上地域独自の看護師修学資金（ 実施主体は市町村） の運用によ

る看護師確保対策が実施さ れています。  

 

（ ２ ） 医療施設 

（ 基幹病院の機能強化）  

○ 最上地域唯一の基幹病院である県立新庄病院は、 老朽化等により 、 プラ イ バシーや

療養環境の確保、 多様な医療ニーズへの対応、 大規模災害発生時の対処等、 ハード 面

で様々な課題があるこ と から 、 全面移転改築による 令和５ 年度の開院に向け、 改築整

備を 進めています。  

○ 県立新庄病院が「 災害拠点病院」 及び「 へき 地医療拠点病院」 等、 様々な拠点病院

に指定さ れていますが、 基幹病院と し て、 災害対応力の強化及び医師派遣機能や教育

研修機能等に係る拠点機能の整備等が求めら れます。  

 

（ ３ ） 小児救急を 含む小児医療 

○ 最上地域の小児科医総数は 人（ 令和２ 年 12 月時点） で、 15 歳未満人口 10 万対の

小児科医は    人と なっ ており 、 県内で最も 少ない状況です。  

 

 

小児科医数の状況                         

 最上 山形県 全国 村山 置賜 庄内 

実 数       

15 歳未満人

口 10 万対 
      

資料： 厚生労働省「 令和２ 年医師・ 歯科医師・ 薬剤師調査」  
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※地域別人口 10 万人あたり 小児科医師数は、 最上保健所保健企画課調べ。（ 15 歳未満人口は

R2. 10. 1 現在）  

 

○ 休日、 夜間における初期救急医療は、 救急告示医療機関（ ４ 施設）、 新庄市夜間休日

診療所及び一部の開業医が受け持っ ていますが、 夜間休日診療所の当番医は小児科医

が少なく 、 小児救急医療の機能は十分に果たせていない状況です。  

○ 小児救急電話相談事業（ #8000） の利用率が低く 、 さ ら なる普及啓発が必要です。  

 

（ ４ ） 周産期医療 

 ○ 分娩を 扱う 医療機関は県立新庄病院のみで、 正常分娩から 比較的高度な医療まで対

応し ており 、 勤務医の負担が大き く なっ ています。  

 ○ ハイ リ スク の妊婦や高度な医療を 要する新生児等については、 村山地域の三次周産

期医療機関と の広域連携で対応し ています。  

○ ハイ リ スク 分娩時等には「 県周産期医療情報システム」 により 妊婦の状況等につい

ての情報連携を 行い、 受入れ先の体制整備及び円滑な対応につなげています。  

 

（ ５ ） 救急医療 

 ○ 初期救急医療は、新庄市夜間休日診療所、救急告示医療機関４ 施設（ 県立新庄病院、

最上町立最上病院、 町立真室川病院、 新庄徳洲会病院） で担っ ています。  

 ○ 救命救急センタ ーが設置さ れておら ず、 重篤な患者に対する 三次救急医療は、 県立

新庄病院が一部対応し ている ほか、 県立中央病院、 山形大学医学部附属病院及び日本

海総合病院と の広域連携により 対応し ています。  

 ○ 県立新庄病院にはヘリ ポート が整備さ れておら ず、 ヘリ ポート の整備による迅速な

搬送体制の確保が求めら れます。  

 ○ 地域住民により 発足さ れた「 私たちと お医者さ んを 守る 最上の会」 が医療機関の時

間外適正受診の普及啓発活動を 実施し ています。  

 

（ ６ ） 災害時における医療 

 ○ 地域災害医療コ ーディ ネータ ーと し て４ 名の医師を 配置し ています。  

 ○ 県立新庄病院が「 災害拠点病院」 に指定さ れていますが、 ト リ アージスペースが不

十分であるほか、 ヘリ ポート 等の整備がさ れていないと いう 状況にあり ます。  

 

（ ７ ） へき 地の医療 

 ○ 県立新庄病院が「 へき 地医療拠点病院」 に指定さ れ、 地域の公的医療機関に代診医

を 派遣し ています。  

 ○ 地域の公的医療機関へ、 自治医科大学卒業医師等の派遣を 実施し ています。  

 ○ 高齢等により 通院が困難な患者に対する交通手段を 確保し ていく 必要があり ます。  

 

（ ８ ） 医療連携 

 ○ 医療機関が少なく 、 地域住民の病院志向等も あり 、 かかり つけ医の普及及び定着が
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不十分です。  

 ○ 患者の診療情報の共有化を 図り 、 効率的で安心でき る診療が行える 環境づく り のた

め、平成 24 年度に導入さ れた医療情報ネッ ト ワーク システム「 も がみネッ ト 」 の歯科・

介護分野も 含めた利用機関の拡大及び登録への周知が必要です。  

 ○ 切れ目のない医療サービスを 提供する ため、 地域連携パスの利用拡大と と も に、 地

域の医療機関及び介護施設等と の連携に加え、 医科、 歯科、 リ ハビ リ 等多職種による

連携が必要です。  

 

《 目指すべき 方向》  

（ １ ） 医療従事者 

 ○ 最上地域から 医療従事者を 輩出するため、 中長期的な観点から 、 小中高生に対する

動機付けを推進し ます。  

 ○ 関係団体と 連携し た、 医学生等に対する最上地域の医療情報の発信及び大学に対す

る医師派遣等の働き かけを 推進し ます。  

 ○ 関係機関が連携し た「 も がみ看護師確保推進ネッ ト ワーク 協議会」 の運営によ る看

護師確保対策を 推進し ます。  

 ○ 市町村の実施する看護師修学資金貸与による看護師確保対策に協力し ます。  

 

（ ２ ） 医療施設 

（ 基幹病院の機能強化）  

○ 機能分担と 連携機能、 地域包括ケアシステムへの対応等の機能強化を 推進し ます。  

○ 「 災害拠点病院」 と し ての、 災害対応力の強化を推進し ます。  

○ 「 へき 地医療拠点病院」 と し ての、 地域内の病院及び診療所への医師の診療応援体

制の充実に努めます。  

 

（ ３ ） 小児救急を 含む小児医療 

 ○ 短期的及び中長期的な小児科医確保対策を実施し ます。  

 ○ 関係団体と 連携し た、 小児電話相談事業の利用を推進し ます。  

 ○ 関係団体と の連携による小児救急診療体制の充実を 推進し ます。  

 

（ ４ ） 周産期医療 

 ○ 関係機関と の連携による産婦人科医の確保及び現状の医療機能を 堅持し ます。  

 ○ ハイ リ スク 分娩に係る 三次周産期医療機関と の広域連携及び情報共有を 推進し ます。 

 

（ ５ ） 救急医療 

 ○ 新病院では、地域救命救急センタ ー及びヘリ ポート を 整備し 救急医療を 強化し ます。 

 ○ 関係団体と 連携し た時間外の適正受診の周知啓発及び救急電話相談の利用を 推進し

ます。  
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（ ６ ） 災害時における医療 

 ○ 災害時医療に係る情報収集、 指揮調整機能の一元化等、 災害医療コ ーディ ネート 機

能の充実を推進し ます。  

 ○ 災害発生時の初動体制の強化、 Ｄ ＭＡ Ｔ （ 災害派遣医療チーム） の派遣機能強化、

ヘリ ポート の整備による迅速な傷病者搬送体制の強化、ト リ アージスペースの確保等、

県立新庄病院の「 災害拠点病院」 の機能強化を 実施し ます。  

 

（ ７ ） へき 地の医療 

 ○ 引き 続き 地域全体でへき 地の医療を 支援し ます。  

 ○ 引き 続き 自治医科大学卒業医師等の派遣を実施し ます。  

 ○ 通院等のための交通手段の確保に取り 組む市町村への支援を実施し ます。  

 

（ ８ ） 医療連携 

 ○ 切れ目のない医療サービスを 提供し ていく ため、 医科・ 歯科・ 薬剤師・ リ ハビ リ ・

訪問看護・ 介護分野等の連携を 図るための取組を 実施し ます。  

 ○ 医療情報ネッ ト ワーク 「 も がみネッ ト 」 の利用機関の拡大及び登録患者の拡大を推

進し ます。  

 ○ 地域連携パスの利用拡大についての検討を実施し ます。  

 ○ 関係団体と の連携によ る、 医療機関の適切な利用についてのＰ Ｒ 、 かかり つけ医の

普及を推進し ます。  

 

《 数値目標》  

項 目 現 状 

目  標 

2018 
( H30)  

2019 
( R1)  

2020 
( R2)  

2021 
( R3)  

2022 
( R4)  

2023 
( R5)  

医療施設従事医

師数※１  

  人 

( R2)  
－ － － － － 128 人 

看護師等数（ 人

口 10 万対: 実人

員） ※２   

   人 
( R2)  

－ － － － － － 

小児科医数 

( 15 歳未満人口

10 万対)  

73. 9 人 
( H30)  72. 2 人 － 76. 6 人 － 81. 5 人 － 

初期救急医療 

施設の受入れ 

割合 

21. 1％ 
( R1)  23. 5％ 23. 8％ 24. 1％ 24. 4％ 24. 8％ 25. 1％ 

｢も がみネッ ト ｣

登録患者割合 
6. 5％ 
( R2)  3. 0％ 3. 7％ 4. 4％ 5. 1％ 5. 8％ 6. 5％ 

［ 医師数、 小児科医数： 厚生労働省「 医師・ 歯科医師・ 薬剤師調査」（ 調査周期： ２ 年）］  

［ 看護師数： 厚生労働省「 業務従事者届」（ 調査周期： ２ 年）］  

［ 初期救急医療施設の受入割合、「 も がみネッ ト 」 登録患者割合： 最上保健所調べ］  
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※１  山形県医師確保計画（ 令和２ 年７ 月） における目標値。  

※２  令和７ 年度の目標値： 1, 363. 2 人以上。目標値については、山形県看護職員需給推計

の策定時の 10 万人あたり の数値（ H30: 1, 262. 2 人） に、 策定時（ 平成３ ０ 年） の県全

体の数値と 目標年（ 令和７ 年） の県全体の供給推計値を 比較し た割合（ 伸び率 

（ 1. 08）） を 乗じ て得た数。  

 

 

《 目指すべき 方向を 実現するための施策》  

（ １ ） 医療従事者 

 ○ 県は、 小中高生を 対象に、 地域の医療従事者から 仕事のやり がい等について伝えて

も ら う 動機付け学習会や医療現場見学会を 継続し て開催し ます。  

 ○ 県は、 医療職を 目指す中高生を対象に、 医療系学校に進学するう えで有用な情報及

び地元での就職先等について、 継続的な情報提供を実施し ます。  

 ○ 県は、 最上地域保健医療対策協議会と 連携し 、 最上地域の医療情報パンフ レ ッ ト を

作成し 、 全国の医学生及び最上地域出身医師への情報発信を行います。 また、 関係機

関への医師派遣の働き かけを継続し て実施し ます。  

 ○ 県は、 も がみ看護師確保推進ネッ ト ワーク 協議会の参画機関と 連携し 、 看護師の求

人・ 求職情報の一元的集約と 効果的な情報提供、 教育研修体制の構築、 介護福祉施設

等における看護師確保対策を推進し ます。  

○ 県は、 地域で検討が行われている看護師養成機関の設置に向け、 看護職員の確保等

について協力・ 支援し ます。  

○ 県は、 市町村で実施し ている 看護師育成最上地域修学資金制度について、 制度の持

続的な運用に向けた協力を 行います。  

 

（ ２ ） 医療施設 

（ 基幹病院の機能強化）  

 ○ 県は、 最上地域保健医療対策協議会や最上地域医療連携推進協議会など関係団体か

ら 意見を 聴取し ながら 、 救急医療や災害医療、 地域の医療機関と の連携等、 基幹病院

である県立新庄病院の機能強化について、 改築に向けた各種会議等の中で検討を 進め

ます。  

また、 その結果を ふまえ、 新病院では、 地域救命救急センタ ーや総合患者サポート

センタ ー等の開設、 診療科の新設等により 診療機能の強化を 図り ます。  

 ○ 県は、 地域内の病院及び診療所への医師の診療応援体制を維持する ため、 関係機関

への医師派遣の働き かけを 継続し て実施し ます。  

 

（ ３ ） 小児救急を 含む小児医療 

 ○ 県は、 小児科医確保に向けて、 医師派遣の働き かけを 継続し て実施するほか、 小中

高生を対象と し た動機付け学習会等を 継続し て実施し ます。  

 ○ 県は、「 私たちと お医者さ んを守る最上の会」 等と 連携し 、 小児電話相談事業のＰ Ｒ

を 進めます。  
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○ 県は、医療機関等と 連携し 、小児の急病時の対応方法など、知識の普及啓発のため、

小児救急講習会を継続的に実施し ます。  

 

（ ４ ） 周産期医療 

 ○ 県は、 最上地域唯一の分娩取扱い医療機関である県立新庄病院の分娩機能の堅持に

向けて、 人員確保等、 関係機関への働き かけを 継続し て実施し ます。  

 ○ 県は、 ハイ リ スク 分娩に係る搬送体制及び情報共有のあり 方について検討し ます。  

（ ５ ） 救急医療 

 ○ 県は、 最上地域保健医療対策協議会など関係団体から 意見を 聴取し ながら 、 地域救

命救急センタ ーやヘリ ポート の整備等による県立新庄病院の救急医療体制強化につい

て、 改築に向けた各種会議等の中で検討を 進めます。  

 ○ 県は、 真に救急医療を 必要と する患者の利用を確保するため、「 私たちと お医者さ ん

を 守る最上の会」 等と 連携し 、 医療機関の適正受診及び救急電話相談のＰ Ｒ を 進めま

す。  

 

（ ６ ） 災害時における医療 

 ○ 県は、 災害コ ーディ ネート 機能の充実を 図る ため、 関係機関と 連携し た災害対策総

合訓練を 継続的に実施し ます。  

 ○ 県は、 最上地域保健医療対策協議会など関係団体から 意見を 聴取し ながら 、 県立新

庄病院の災害拠点病院と し ての強化について、 改築に向けた各種会議等の中で検討を

進めます。  

 

（ ７ ） へき 地の医療 

 ○ 県は、 へき 地医療拠点病院と し て最上地域の公的医療機関を 持続的に支える県立新

庄病院の医師派遣機能等に係る拠点機能の強化を 図り ます。  

 ○ 県は、 地域で必要と さ れている医療機能の把握のため、 医療機関等と 意見交換でき

る機会を 確保し ていき ます。  

 ○ 県は、 へき 地の医療機関への自治医科大卒医師等の派遣を 継続し て実施し ます。  

 ○ 県は、 市町村と 連携し 、 公的医療機関への交通手段確保について検討し ます。  

 

（ ８ ） 医療連携 

 ○ 県は、 切れ目のない保健・ 医療・ 福祉サービ スを 提供するため、 病院・ 診療所・ 薬

局・ 介護福祉施設等の連携強化に向けた、 関係者同士が意見交換でき る機会を 確保し

ていき ます。  

 ○ 県は、 Ｉ Ｃ Ｔ の活用による患者情報の共有化を進めるため、 利用職種拡大及び医療

機関における双方向情報共有に向けた検討を進めます。  

 ○ 県は、 より 多く の患者情報の共有化を 進める ため、 も がみネッ ト の登録患者拡大の

ためのＰ Ｒ に努めます。  

 ○ 県は、 地域連携パスの利用拡大も 含めた多職種による連携強化に向けて、 関係者同

士が意見交換でき る機会を 確保し ていき ます。  
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 ○ 県は、「 私たちと お医者さ んを守る最上の会」 等と 連携し 、 医療機関の適正受診につ

いてのＰ Ｒ に努め、 かかり つけ医の普及につなげていき ます。  
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２  地域の特徴的な疾病対策等 

《 現状と 課題》  

（ １ ） がん対策 

○ 最上地域における がんによ る 令和元年人口 10 万対の死亡率は 391. 4 で、 県平均

（ 369. 3） を大き く 上回り 、 全国平均（ 304. 2） と 比較し ても はる かに高く なっ ていま

す。  

 

がんによる死亡率（ 人口 10 万対）                  

 最上 山形県 全国 

男 性 486. 3 446. 4 366 

女 性 304. 0 297. 8 245. 7 

合 計 391. 4 369. 3 304. 2 

資料： 厚生労働省「 令和元年人口動態統計」          

 

○ 二次保健医療圏別における女性の胃がん死亡率において、 全国を 100 と し た時の指

標である標準化死亡比（ 平成 25～29 年） が、 男性 156. 6（ 3 位） 、 女性 143. 5（ 5 位）

と 全国でも 高く なっ ています。  

○ がんのリ スク と なる喫煙する人の割合（ 平成 28 年 24. 2％） が、県内で最も 高く なっ

ています。  

 

喫煙者の割合                           

 最上 山形県 村山 置賜 庄内 

現在習慣的に 

喫煙し ている者 
24. 2％ 20. 0％ 19. 1％ 20. 9％ 19. 4％ 

資料： 山形県「 平成 28 年県民健康・ 栄養調査」  

 

○ がんの危険因子である食塩の摂取量（ 平成 28 年） が、 県の目標にし ている８ g に比

べ最上地域は 9. 8g と 高く なっ ています。  

○ 県立新庄病院が「 地域がん診療連携拠点病院」 に指定さ れ、 地域連携パスが導入さ

れており 、 今後、 化学療法や放射線治療の充実、 疼痛緩和医療等に対応する緩和ケア

病床機能の強化を図る必要があり ます。  

 

（ ２ ） 脳卒中対策 

○ 最上地域における令和元年の人口 10 万対の脳卒中（ 脳血管疾患）死亡率は 198. 5 で、

県平均（ 139. 7） 及び全国平均（ 86. 1） と 比べて非常に高く なっ ています。  
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脳血管疾患による死亡率（ 人口 10 万対）               

 最上 山形県 全国 

男 性 165. 0 127. 3 86 

女 性 229. 3 149. 5 86. 2 

合 計 198. 5 139. 7 86. 1 

資料： 厚生労働省「 令和元年人口動態統計」  

 

 ○ 脳卒中を発症し た患者の早期回復のため、 急性期・ 回復期・ リ ハビ リ 期における医

療・ 福祉・ 在宅分野での連携強化が必要です。  

 

（ ３ ） 急性心筋梗塞対策 

○ 最上地域における令和元年人口 10 万対の心疾患による死亡率は 262. 3 で、 県平均

（ 226. 4） 及び全国平均（ 167. 9） と 比べて非常に高く なっ ています。  

 

心疾患による死亡率（ 人口 10 万対）                 

 

資料： 厚生労働省「 令和元年人口動態統計」          

 

 ○ 心臓外科分野の専門医療機関がなく 、 心臓外科分野における 広域連携のため、 救急

搬送体制を充実さ せる必要があり ます。  

 

（ ４ ） 糖尿病対策 

○ 最上地域における平成 27 年人口 10 万対の糖尿病による死亡率は 16. 8 で、 県平均

（ 10. 2） 及び全国平均（ 10. 6） と 比べて高く なっ ています。  

 

糖尿病による死亡率（ 人口 10 万対）                 

 最上 山形県 全国 

男 性 16. 1 9. 2 11. 7 

女 性 17. 4 11. 0 9. 6 

合 計 16. 8 10. 2 10. 6 

資料： 厚生労働省「 平成 27 年人口動態統計」   

 

○ 市町村国保健診における糖尿病関連検査における正常値者の割合（ 令和元年 13. 0％）

が、 他地域（ 村山 19. 0％、 置賜 19. 0％、 庄内 29. 4％） と 比べて非常に低く なっ ていま

す。  

 

 最上 山形県 全国 

男 性 246. 0 216. 4 163. 1 

女 性 277. 3 233. 0 172. 4 

合 計 262. 3 226. 4 167. 9 
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市町村国保健診における糖尿病関連検査結果            

 最上 山形県 村山 置賜 庄内 

正常値者の割合 13. 0％ 22. 1％ 19. 0％ 19. 0％ 29. 4％ 

資料： 山形県国保連合会統計資料（ 令和元年度）  

 

○ 最上地域は、 県内他地域に比べ肥満者の割合が高く 、 野菜や果物の摂取頻度が低く

なっ ています。  

 

市町村国保健診におけるＢ ＭＩ 25 以上の肥満者の割合           

 最上 山形県 村山 置賜 庄内 

男 性 35. 0％ 34. 1％ 33. 4％ 35. 0％ 34. 1％ 

女 性 29. 3％ 25. 6％ 24. 6％ 26. 6％ 25. 6％ 

資料： 山形県国保連合会統計資料（ 令和元年度）  

 

（ ５ ） 精神疾患対策 

○ 最上地域における人口 10 万対の自殺死亡率は、 平成 27 年（ 41. 4） 以降、 県・ 全国

と 同様に減少し ているも の、 令和元年（ 25. 0） と 、 県（ 18. 2）、 全国（ 15. 7） と 比較し

て依然高い状態が続いています。  

 

自殺死亡の状況（ 死亡率： 人口 10 万対）              

 最上 山形県 全国 

男 性 37. 6 27. 7 22. 7 

女 性 13. 3  9. 4  9. 1 

合 計 25. 0 18. 2 15. 7 

資料： 厚生労働省「 令和元年人口動態統計」   

 

○ 最上地域は、 精神科（ 病院１ ）・ 心療内科（ 診療所１ ） と 、 医療機関が少ない状況で

す。  

○ 最上地域唯一の精神科病院が、平成 29 年２ 月に認知症疾患医療センタ ーに指定さ れ

まし た。  

○ 精神科救急医療施設（ 当番病院） が最上地域内にないため、 緊急に入院を 要する患

者は他地域へ移送さ れるこ と が多く 、 患者・ 家族にと っ て身体的・ 精神的に大き な負

担と なっ ています。  

○ 精神疾患は本人の病識の乏し さ や、 周囲の理解不足、 単身世帯であるこ と や家族の

高齢化等により 適正受診が難し い場合があり ます。  

 

（ ６ ） その他 

（ 発達障がい児の早期発見、 早期療育）  

 ○ 最上地域には発達障がい児に関する医療や療育の専門機関が少なく 、 早期発見や早
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期療育が難し い状況にあり ます。  

 ○ 市町村の乳幼児健康診査等に加えて、 初めての集団生活の場である 保育所等におい

ては、 発達障がい等の早期発見・ 早期支援が期待さ れています。  

 

《 目指すべき 方向》  

（ １ ） がん対策 

○ がん早期発見のため、 がん検診受診率及び精密検査受診率向上に向けた取組を 推進

し ます。  

○ 受動喫煙防止対策の環境整備や、 喫煙率の低下に向けた取組を 推進し ます。  

○ がん予防のため、食生活や運動など生活習慣の改善を すすめ、職域保健、地域保健、

関係団体と 連携し ながら 、 がん対策を 効果的に推進し ます。  

 ○ がんに係る 分野への対応強化と し て、 県立新庄病院の医療機能の充実及び緩和ケア

病床機能の強化を推進し ます。  

 

（ ２ ） 脳卒中対策 

○ 脳卒中の早期発見、 予防のため特定健診の受診率向上及び、 特定保健指導の終了率

向上に向けた取組を 推進し ます。  

 ○ 地域における患者の早期回復が図ら れるよう 、 医療・ 福祉・ 在宅分野での連携を推

進し ます。  

 

（ ３ ） 急性心筋梗塞対策 

○ 急性心筋梗塞の早期発見、 予防のため特定健診の受診率向上及び、 特定保健指導の

終了率向上に向けた取組を 推進し ます。  

 ○ 心臓外科分野において二次保健医療圏で対応困難な場合の救急搬送体制の充実を推

進し ます。  

 

（ ４ ） 糖尿病対策 

○ 糖尿病予防のため食生活、 運動などの生活習慣改善や、 糖尿病の早期発見、 早期治

療による重症化を 予防するため、 職域保健、 地域保健、 関係団体と 連携し ながら 糖尿

病対策を 効果的に推進し ます。  

 

（ ５ ） 精神疾患対策 

○ 地域における相談支援体制と 関係機関の連携強化を 推進し ます。  

○ 心の健康及び精神疾患の正し い知識と 対応方法等について、 住民等に対する普及啓

発を 実施し ます。  

 

（ ６ ） その他 

（ 発達障がい児の早期発見、 早期療育）  

 ○ 関係機関と 連携し て、 発達障がい児の医療・ 療育体制の整備を 推進し ます。  

 ○ 現場の保育士等の発達障がい児への対応能力の向上を 図るため、 技術的・ 精神的な

68



 

 

相談支援体制を 強化し ます。  

《 数値目標》  

項 目 現 状 
目  標 

2018 
( H30)  

2019 
( R1)  

2020 
( R2)  

2021 
( R3)  

2022 
( R4)  

2023 
( R5)  

がん( 胃･肺･大腸)

検診受診率 
21. 9％( H28)  34. 6％ 36. 3％ 38. 0％ 39. 7％ 41. 4％ 43. 1％ 

がん( 胃･肺･大腸)

検診精密検査 

受診率 

82. 2％( H28)  87. 5％ 90. 0％ 92. 5％ 95. 0％ 97. 5％ 100％ 

特定健診の 

受診率 
50. 7％( R1)  50. 0％ 52. 0％ 54. 0％ 56. 0％ 58. 0％ 60. 0％ 

特定保健指導の 

終了率 
51. 7％( R1)  57. 5％ 58. 0％ 58. 5％ 59. 0％ 59. 5％ 60. 0％ 

糖尿病関連検査に

おける正常値者の

割合 

17. 2％( R1)  23. 5％ 26. 0％ 28. 5％ 31. 0％ 33. 5％ 35. 7％ 

自殺による死亡率

( 人口 10 万対)  
27. 0 ( H30)  34. 7 33. 3 32. 0 30. 7 29. 3 28. 0 

［ がん検診受診率： 厚生労働省「 地域保健・ 健康増進事業報告」］  

［ がん精密検査受診率、 特定健診受診率、 特定保健指導終了率、 糖尿病関連検査正常値者の割合：  

市町村国保健診データ ］  

［ 自殺による死亡率： 厚生労働省「 人口動態統計」］  

 

 

《 目指すべき 方向を 実現するための施策》  

（ １ ） がん対策 

 ○ 県は、「 最上地域がん予防推進会議」 において、 効果的ながん検診受診率向上のため

の方策等を 検討し 、 医師会や検診機関、 市町村等と の連携・ 協力体制のも と 効果的な

がん予防対策の取組を推進し ます。  

 ○ 県は、 がん予防の一環と し て、 受動喫煙防止対策の環境整備を推進し 、 禁煙支援の

取組を推進し ます。  

 ○ 県は、 最上地域のがん予防を 推進し ていく ため、 医師会や医療機関、 市町村等によ

る「 すこ やかも がみ健康づく り 」 のネッ ト ワーク を 活用し 、 がん予防の正し い知識の

啓発を図り 、 食生活や運動など生活習慣の改善を 推進し ます。  

 ○ 県は、 県立新庄病院の改築整備に合わせ、 化学療法や放射線治療機能、 緩和ケア病

床機能等、 地域がん診療連携拠点病院と し ての機能を 発揮でき る施設整備を実施し ま

す。  

 

（ ２ ） 脳卒中対策 

 ○ 県は、 脳卒中予防対策と し て特定健診の受診率及び特定保健指導の終了率向上を図

るため、 効果的な健診が実施でき るよう 、 市町村と 健康保険組合等を 会議や研修会等

開催により 支援し ます。  
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 ○ 県は、 切れ目のない保健・ 医療・ 福祉サービ スを 提供するため、 地域連携パスの利

用拡大に向けた検討を 進める と と も に、 患者の早期回復に向けた、 病院・ 診療所・ 介

護福祉施設等の連携強化を 進めます。  

 

（ ３ ） 急性心筋梗塞対策 

 ○ 県は、 急性心筋梗塞予防対策と し て特定健診の受診率及び特定保健指導の終了率向

上を 図るため、 効果的な健診が実施でき るよう 、 市町村と 健康保険組合等を会議や研

修会等開催により 支援し ます。  

 ○ 県は、 県立新庄病院の改築整備に合わせた、 急性心筋梗塞に係る医療機能の充実を

図ると と も に、 搬送事例の検証を 通じ 、 引き 続き 県立中央病院、 山形大学附属病院及

び日本海総合病院と の広域連携による適切な救急搬送体制の確保を 進めます。  

 

（ ４ ） 糖尿病対策 

 ○ 県は、 糖尿病予防対策と し て特定健診の受診率及び特定保健指導の終了率向上を図

るため、 効果的な健診が実施でき るよう 、 市町村と 健康保険組合等を 会議や研修会等

開催により 支援し ます。  

 ○ 県は、 適切な食生活と 運動の実践など、 生活習慣の改善に関する普及啓発や糖尿病

重症化予防を 推進するため、 医師会、 医療機関、 市町村等によ る「 すこ やかも がみ健

康づく り 」 のネッ ト ワーク を活用し 、 糖尿病予防対策を 実施し ます。  

 

（ ５ ） 精神疾患対策 

 ○ 県は、 保健・ 医療・ 福祉・ 就労等、 関係機関の会議及びケース検討会を 開催し 、 連

携を 推進し ます。  

 ○ 県は、 地域住民に対する心の健康と 精神疾患の正し い知識の普及、 相談窓口の周知

と 、 関係機関に対する適切な支援方法についての研修を 実施し ます。  

 ○ 県は、平成 29 年に設置さ れた認知症疾患医療センタ ーと 地域包括支援センタ ー等と

の連携を 図り 、 認知症患者等への適切な支援を 実施し ます。  

 

（ ６ ） その他 

（ 発達障がい児の早期発見、 早期療育）  

 ○ 県は、 県立新庄病院の改築整備に合わせ、 県立こ ども 医療療育セン タ ー等と 連携し

ながら 、 発達障がい児の医療・ 療育体制の整備を 図り ます。  

 ○ 県は、 発達障がい児のラ イ フ ステージに合わせた切れ目のない支援のため、 保健・

福祉・ 教育・ 就労等の関係機関と 連携し 、 地域における相談支援体制を 強化し ます。  

 ○ 県は、 現場の保育士等の発達障がい児への対応能力の向上を 図るため、 引き 続き 、

発達障がいの知識や対応方法等を 習得する研修会を 開催すると と も に、 地域の医師等

と 連携し ながら 技術的・ 精神的な相談支援を行います。  
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３  在宅医療の推進 

《 現状と 課題》  

（ １ ） 在宅医療の充実 

〇 令和２ 年 10 月１ 日現在の最上地域における 高齢化率（ 65 歳以上人口の割合） は

37. 0％と 、 県全体の 34. 0％より 高く 、 う ち 75 歳以上人口の割合は 19. 5％と 県内で最

も 高く 、 今後も その割合は増加すると 推計さ れます。  

 ○ 入院時から 在宅療養まで円滑な移行ができ るよう 、医療・ 介護関係者等の連携強化、

病院における退院支援の充実、 退院後の診療所・ 訪問看護・ 介護施設等における受入

体制の整備など、 安心し て医療や介護を 受けるこ と ができ る環境づく り が必要と なっ

ています。  

 ○ 地域内の医療・ 介護関係者間の情報共有や顔の見える関係づく り に向けた取組を実

施する必要があり ます。  

〇 令和３ 年の最上地域の在宅療養支援診療所は５ 施設、 人口 10 万対 7. 1 で、 県全体の

8. 4 より 少ない状況にあり ます。  

〇 平成 29 年の最上地域で医療保険等によ る在宅サービスを実施し ている医療機関は

19 施設、 人口 10 万対 25. 3 で、 県全体の 38. 9 より 少ない状況です。 また、 平成 29 年

の最上地域で医療保険等によ る在宅サービスを 実施し ている歯科診療所は４ 施設、 人

口 10 万対 5. 3 で、 県全体の 16. 0 より 少ない状況にあり ます。  

 〇 訪問看護の対象エリ アが広いため、 病院、 診療所及び訪問看護事業所間の連携等に

よる訪問看護体制の強化が必要と なっ ています。  

○ 訪問看護の空白地であっ た最上郡北部地域（ 真室川町、 金山町、 鮭川村） で、 平成

29 年８ 月に訪問看護ステーショ ン（ サテラ イ ト ） が開設さ れ、 訪問看護サービスの提

供が開始さ れています。  

 ○ 在宅療養患者のＱ Ｏ Ｌ 維持向上のため、 訪問歯科診療や口腔ケアの充実と 、 口腔・

嚥下機能にあっ た食形態で食事ができ るよう 支援し ていく 必要があり ます。  

 ○ 在宅療養患者の症状が急変し た際に、 夜間を 含めて対応が可能な在宅療養支援診療

所が不足し ており 、 連携等による体制整備が必要です。  

〇 令和元年の最上地域の在宅死亡の割合（ 在宅（ 自宅・ 老人ホーム） での死亡数／死

亡総数） は、 16. 6％と 、 県全体の 23. 7％より 低く 、 県内で最も 低い状況ですが、 市町

村間の差が大き く 、 地域全体で在宅での看取り を 進めていく 必要があり ます。  

 ○ 在宅医療に対する家族の不安が大き く 退院を ためら う 患者や家族も いるこ と から 、

安心し て在宅療養でき る体制づく り が必要です。  

 ○ 入院等の施設志向の住民が多いこ と から 、 在宅医療について住民及び医療関係者等

に周知を 図っ ていく 必要があり ます。  

 

（ ２ ） 介護と の連携 

○ 最上地域では、 今後、 後期高齢者の増加に伴っ て在宅での要介護高齢者の増加が見

込まれるこ と から 、 在宅医療に携わる医療・ 介護関係者の連携強化など「 地域包括ケ

アシステム」 のさ ら なる発展に向けた体制整備が必要です。  
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○ 介護サービスを 提供する介護施設等では職員体制が不十分な状況にあるこ と から 、

地域における介護人材の確保が必要です。  

○ 各市町村が実施する在宅医療・ 介護連携推進事業等において、 複数市町村で広域的

に取り 組む必要のある方策の調整・ 支援が必要です。  

 ○ 最上地域では、 認知症疾患医療センタ ーを平成 29 年２ 月に PFC HOSPI TAL（ 旧： 新

庄明和病院） に設置し 、 地域における認知症の早期診断や初期対応が可能と なる体制

づく り が整備さ れまし た。  

 

《 目指すべき 方向》  

（ １ ） 在宅医療の充実 

 ○ 在宅医療提供体制については、 地区医師会と 地区歯科医師会は各１ つであるこ と 、

また、 地域唯一の基幹病院である県立新庄病院と 、 他の病院・ 診療所等が連携し なが

ら 地域医療を 支えている状況であるこ と から 、 最上地域全体を圏域と し て設定し ま

す。  

 ○ 入院時から 在宅療養までの円滑な移行ができ るよう 、 病院や診療所、 薬局、 介護施

設等と の連携体制を 強化し ます。  

 〇 在宅医療を 支える訪問診療・ 訪問歯科診療など在宅医療を 提供する医療機関や人材

の確保、 育成を 推進し ます。  

 〇 病院や診療所、 薬局、 介護施設等の連携による効率的な在宅医療の提供体制の整備

を 推進し ます。  

○ 在宅療養患者のＱ Ｏ Ｌ 維持向上のため、 口腔ケアと 食支援を行う こ と ができ る体制

の整備を 推進し ます。  

○ 急変時の受入体制や連携体制の整備を推進し ます。  

○ 住民等に対する看取り 等の普及啓発を推進し ます。  

 

（ ２ ） 介護と の連携 

○ 「 地域包括ケアシステム」 のさ ら なる発展に向けた市町村の体制整備を支援すると

と も に、 医療・ 介護・ 福祉の連携を 推進し ます。  

○ 関係団体や関係機関と 連携し た「 も がみ介護人材確保推進ネッ ト ワーク 協議会」 の

運営による地域の介護人材確保対策を 推進し ます。  

○ 在宅医療・ 介護連携推進事業や認知症対策事業、 介護予防事業等の推進や複数の市

町村で行う 広域的な取組を 支援し ます。  

 ○ 認知症疾患医療センタ ー（ 最上圏域） の円滑な運営を 支援し ます。  
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《 数値目標》  

項 目 現 状 
目  標 

2018 
( H30)  

2019 
( R1)  

2020 
( R2)  

2021 
( R3)  

2022 
( R4)  

2023 
( R5)  

訪問診療の実施
件数（ 訪問診療
を 受けている 患
者数）  

348 件/月 
（ H29）  ― ― 

178 

件/月 
― ― 

183 

件/月 

訪問診療を 実施

する 診療所・ 病

院数 

13 

( H29)  
－ － 13 － － 13 

訪問歯科診療に
係る 施設基準届
出医療機関割合 

60. 7％ 
( R3. 5. 1 現在)  66. 1％ 68. 9％ 71. 7％ 74. 5％ 77. 3％ 80. 0％ 

訪問看護利用者
数 

60 人 
( H27)  68 人 70 人 73 人 75 人 78 人 80 人 

［ 訪問診療実施件数： 厚生労働省「 医療施設調査（ 静態）」（ 調査周期： ３ 年）］  
[ 訪問診療を 実施する診療所・ 病院数： 厚生労働省「 医療施設調査」（ 調査周期： ３ 年） ]  

［ 訪問歯科診療に係る施設基準届出医療機関割合： 東北厚生局「 施設基準の届出受理状況」］  
［ 訪問看護利用者数：「 Ｎ Ｄ Ｂ （ レ セプト 情報・ 特定健診等情報データ ベース）」］  

 

 

《 目指すべき 方向を 実現するための施策》  

（ １ ） 在宅医療の充実 

 ○ 県は、 入院時から 在宅療養までの円滑な移行ができ るよう 、「 も がみ地域退院支援連

携ルール」 について関係者による運用状況の確認やルール内容の検討を行い、 病院や

診療所、 薬局、 介護施設等と の連携を 支援し ます。  

 ○ 県は、 在宅医療を 支える訪問診療・ 訪問歯科診療など在宅医療を 提供する医療機関

や人材確保・ 育成の強化のため、 セミ ナー等の開催を 進めます。  

 ○ 県は、 病院や診療所、 薬局、 介護施設等の連携を 進める ため、 在宅療養を 支援する

関係機関による継続的な意見交換を 実施し ます。  

 ○ 県は、 在宅療養患者のＱ Ｏ Ｌ 維持向上のため、 多職種チームによる 口腔ケアや食支

援等の体制構築を検討し ます。  

 ○ 県は、 急変時の受入体制や連携体制の充実に向け、 在宅医療を担う 病院や診療所、

訪問看護ステーショ ン等と 入院機能を 有する病院と の連携体制の構築を 検討し ます。  

 ○ 県は、 住民の在宅医療や看取り の普及啓発のため、 セミ ナー等の開催を進めます。  

 

（ ２ ） 介護と の連携 

 ○ 県は、「 健康長寿安心やまがた推進本部最上地域協議会」 において、「 地域包括ケア

システム」 のさ ら なる発展に向けた情報提供や課題の共有化を 図ると と も に、 市町村

が単独で実施するこ と が困難な事業についての広域的な取組方策を 検討し ます。  

 ○ 県は、「 も がみ介護人材確保推進ネッ ト ワーク 協議会」 の構成機関・ 団体と 連携し 、

介護職員の育成・ 確保・ 定着、 離職防止対策を 推進し ます。  

 ○ 県は、 各市町村の地域包括支援センタ ー等で構成する「 最上地域包括支援セン タ ー

73



 

 

連絡協議会」 において、 在宅医療と 介護連携の推進に向けた取組の強化や認知症対策

事業、 介護予防事業の促進について検討し ます。 また、 県立新庄病院の改築整備に合

わせ、 医療・ 介護・ 福祉連携の相談窓口の整備について市町村や関係機関と 連携し て

検討し ます。  

 ○ 県は、 認知症疾患医療センタ ー（ 最上圏域） による認知症医療に関する研修実施の

協力や地域の保健医療機関、 地域包括支援センタ ー、 認知症初期集中支援チームなど

による「 最上地域認知症医療連携協議会」 における 医療・ 介護関係者の連携体制づく

り を 支援し ます。  
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師

数
・

薬
剤

師
数

の
状

況
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
最

上
 

山
形

県
 

全
国

 
村

山
 

置
賜

 
庄

内
 

歯
科

医
師

数
 

 
 

 
 

 
 

人
口

1
0

万
対

 
 

 
 

 
 

 

薬
剤

師
数

 
 

 
 

 
 

 

人
口

1
0

万
対

 
 

 
 

 
 

 

《
現

状
と

課
題

》
 

デ
ー

タ
の

時
点

修
正

。
 

   山
形

県
医

師
確

保
計

画
の

内

容
を

反
映

。
 

  デ
ー

タ
の

時
点

修
正
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現
 

 
行

 
 

計
 

 
画

 
修

 
 

正
 

 
案

 
修

正
理

由
等

 

資
料

：
厚

生
労

働
省

「
平

成
2
8

年
医

師
・

歯
科

医
師

・
薬

剤
師

調
査

」
 

  看
護

師
数

の
状

況
 

資
料

：
厚

生
労

働
省

「
平

成
2
8

年
業

務
従

事
者

届
」

 

      （
２

）
医

療
施

設
 

（
基

幹
病

院
の

機
能

強
化

）
 

○
 

最
上

地
域

唯
一

の
基

幹
病

院
で

あ
る

県
立

新
庄

病
院

は
、

老
朽

化
等

に
よ

り
、

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

や

療
養

環
境

の
確

保
、

多
様

な
医

療
ニ

ー
ズ

へ
の

対
応

、
大

規
模

災
害

発
生

時
の

対
処

等
、

ハ
ー

ド
面

で
様

々
な

課
題

が
あ

り
、

改
築

整
備

に
向

け
診

療
機

能
や

部
門

計
画

の
ほ

か
、

施
設

規
模

等
に

つ
い

て
検

討
を

行
っ

て
い

ま
す

。
 

  

（
３

）
小

児
救

急
を

含
む

小
児

医
療

 

○
 

最
上

地
域

の
小

児
科

医
総

数
は

６
人

（
平

成
2
8

年
1
2

月
時

点
）

で
、

1
5

歳
未

満
人

口
1
0

万

対
の

小
児

科
医

は
6
8
.3

人
と

な
っ

て
お

り
、

県
内

で
最

も
少

な
い

状
況

で
す

。
 

 

小
児

科
医

数
の

状
況

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
最

上
 

山
形

県
 

全
国

 
村

山
 

置
賜

 
庄

内
 

実
 

数
 

６
人

 
1
3
9

人
 

1
6
,9

3
7 人
 

8
1

人
 

2
2

人
 

3
0

人
 

1
5

歳
未

満
人

口
1
0

万
対

 
6
8
.3

人
 

1
0
4
.5

人
 

1
0
7
.3

人
 

1
2
0
.4

人
 

8
7
.4

人
 

9
5
.1

人
 

資
料

：
厚

生
労

働
省

「
平

成
2
8

年
医

師
・

歯
科

医
師

・
薬

剤
師

調
査

」
 

    

 
最

上
 

山
形

県
 

全
国

 
村

山
 

置
賜

 
庄

内
 

看
護

師
数

 
5
9
1

人
 

1
1
,3

2
4

人
 

1
,1

4
9
,3

9
7 人
 

6
,3

0
5

人
 

1
,9

6
1

人
 

2
,4

6
7

人
 

人
口

1
0

万

対
 

7
7
3
.9

人
 

1
,0

1
7
.4 人

 
9
0
5
.5

人
 

1
,1

4
9
.7

人
 

9
2
4
.8

人
 

8
9
3
.2

人
 

資
料

：
厚

生
労

働
省

「
令

和
２

年
医

師
・

歯
科

医
師

・
薬

剤
師

調
査

」
 

  看
護

師
数

の
状

況
 

資
料

：
厚

生
労

働
省

「
令

和
２

年
業

務
従

事
者

届
」

 

※
山

形
県

、
全

国
の

人
口

1
0

万
対

比
率

算
出

に
用

い
た

人
口

は
、

総
務

省
統

計
局

「
1
0

月
１

日
現

在
推

計
人

口
」

に
よ

る
。

 

※
地

域
（

最
上

、
村

山
、

置
賜

、
庄

内
）

ご
と

の
人

口
10

万
対

看
護

師
数

は
、

最
上

保
健

所
保

健
企

画
課

調
べ

。

人
口

10
万

対
比

率
算

出
に

用
い

た
人

口
は

、
県

企
画

振
興

部
（

現
在

、
み

ら
い

企
画

創
造

部
）

統
計

企
画

課

「
山

形
県

の
人

口
と

世
帯

数
（

推
計

）（
令

和
２

年
1
0

月
１

日
現

在
）」

に
よ

る
。

 

  

（
２

）
医

療
施

設
 

（
基

幹
病

院
の

機
能

強
化

）
 

○
 

最
上

地
域

唯
一

の
基

幹
病

院
で

あ
る

県
立

新
庄

病
院

は
、

老
朽

化
等

に
よ

り
、

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

や

療
養

環
境

の
確

保
、

多
様

な
医

療
ニ

ー
ズ

へ
の

対
応

、
大

規
模

災
害

発
生

時
の

対
処

等
、

ハ
ー

ド
面

で
様

々
な

課
題

が
あ

る
こ

と
か

ら
、

全
面

移
転

改
築

に
よ

る
令

和
５

年
度

の
開

院
に

向
け

、
改

築
整

備
を

進
め

て
い

ま
す

。
 

  （
３

）
小

児
救

急
を

含
む

小
児

医
療

 

○
 

最
上

地
域

の
小

児
科

医
総

数
は

  
人

（
令

和
２

年
1
2

月
時

点
）

で
、

1
5

歳
未

満
人

口
1
0

万
対

の
小

児
科

医
は

 
  

 
人

と
な

っ
て

お
り

、
県

内
で

最
も

少
な

い
状

況
で

す
。

 

 

小
児

科
医

数
の

状
況

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
最

上
 

山
形

県
 

全
国

 
村

山
 

置
賜

 
庄

内
 

実
 

数
 

 
 

 
 

 
 

1
5

歳
未

満
人

口
1
0

万
対

 
 

 
 

 
 

 

資
料

：
厚

生
労

働
省

「
令

和
２

年
医

師
・

歯
科

医
師

・
薬

剤
師

統
計

」
 

※
地

域
別

人
口

10
万

人
あ

た
り

小
児

科
医

師
数

は
、

最
上

保
健

所
保

健
企

画
課

調
べ

。
（

1
5

歳
未

満
人

口

は
H3

0
.1

0
.1

現
在

）
 

   

 
最

上
 

山
形

県
 

全
国

 
村

山
 

置
賜

 
庄

内
 

看
護

師
数

 
 

 
 

 
 

 

人
口

1
0

万

対
 

 
 

 
 

 
 

         出
典

を
追

記
 

        新
庄

病
院

の
移

転
改

築
に

関

す
る

検
討

状
況

を
踏

ま
え

て

時
点

修
正

。
 

    デ
ー

タ
の

時
点

修
正

。
 

       出
典

を
追

記
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現
 

 
行

 
 

計
 

 
画

 
修

 
 

正
 

 
案

 
修

正
理

由
等

 

（
４

）
周

産
期

医
療

 

○
 

ハ
イ

リ
ス

ク
分

娩
時

等
に

は
「

県
周

産
期

医
療

情
報

シ
ス

テ
ム

」
に

よ
り

妊
婦

の
状

況
等

に
つ

い

て
の

情
報

連
携

を
行

い
、

受
入

れ
先

の
体

制
整

備
及

び
円

滑
な

対
応

に
つ

な
げ

て
い

ま
す

。
 

 

《
目

指
す

べ
き

方
向

》
 

（
１

）
医

療
従

事
者

 

○
 

地
域

で
検

討
が

行
わ

れ
て

い
る

看
護

師
養

成
機

関
の

設
置

に
向

け
て

支
援

し
ま

す
。

 

 
 

   （
２

）
医

療
施

設
 

（
基

幹
病

院
の

機
能

強
化

）
 

○
 

関
係

機
関

と
連

携
し

、
県

立
新

庄
病

院
の

改
築

整
備

に
向

け
た

検
討

を
実

施
し

ま
す

。
 

・
機

能
分

担
と

連
携

機
能

、
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
へ

の
対

応
等

の
機

能
を

強
化

 

・
ヘ

リ
ポ

ー
ト

の
整

備
に

よ
る

迅
速

な
傷

病
者

搬
送

体
制

の
強

化
等

、
「

災
害

拠
点

病
院

」
と

し
て

の
機

能
強

化
 

 

（
５

）
救

急
医

療
 

○
 

県
立

新
庄

病
院

の
改

築
整

備
に

合
わ

せ
、

地
域

救
命

救
急

セ
ン

タ
ー

や
ヘ

リ
ポ

ー
ト

の
整

備
に

つ
い

て
検

討
し

ま
す

。
 

 

《
数

値
目

標
》

 

項
 

目
 

現
 

状
 

目
 

 
標

 

2
01

8
 

(H
3
0)

 
2
01

9
 

(
H3

1
)
 

2
0
20

 
(
H3

2
) 

2
02

1 
(
H3

3
) 

2
02

2
 

(
H3

4
) 

2
02

3
 

(
H
35

) 

医
師

数
(人

口
 

1
0

万
対

) 
 

1
3
7
.5

人
 

(H
2
8
) 

1
39

.8
人

 
－

 
1
4
3.

9
人

 
－

 
14

8
.3

人
 

－
 

看
護

師
数

(人

口
1
0

万
対

) 
 

7
7
3
.9

人
 

(H
2
8
) 

7
86

.7
人

 
－

 
8
1
0.

0
人

 
－

 
83

4
.9

人
 

－
 

小
児

科
医

数
 

(1
5

歳
未

満
人

口
1
0

万
対

) 

6
8
.3

人
 

(H
2
8
) 

7
2
.2

人
 

－
 

7
6
.6

人
 

－
 

8
1
.5

人
 

－
 

初
期

救
急

医
療

 

施
設

の
受

入
れ

 

割
合

 

2
2
.9

％
 

(H
2
8
) 

2
3
.5

％
 

2
3
.8

％
 

2
4
.1

％
 

2
4
.4

％
 

2
4
.8

％
 

2
5
.1

％
 

｢
も

が
み

ネ
ッ

ト
｣

登
録

患
者

割
合

 

1
.6

％
 

(H
2
8
) 

3
.0

％
 

3
.7

％
 

4
.4

％
 

5
.1

％
 

5
.8

％
 

6
.5

％
 

［
医

師
数

、
小

児
科

医
数

：
厚

生
労

働
省

「
医

師
・

歯
科

医
師

・
薬

剤
師

調
査

」（
調

査
周

期
：

２
年

）］
 

［
看

護
師

数
：

厚
生

労
働

省
「

業
務

従
事

者
届

」
（

調
査

周
期

：
２

年
）］

 

（
４

）
周

産
期

医
療

 

○
 

（
削

除
）

 

  《
目

指
す

べ
き

方
向

》
 

（
１

）
医

療
従

事
者

 

○
 

最
上

地
域

は
、

医
師

少
数

区
域

に
該

当
す

る
こ

と
か

ら
「

医
師

の
増

加
」

を
方

針
と

し
ま

す
。

 

 ○
 

（
削

除
）

 

  

（
２

）
医

療
施

設
 

（
基

幹
病

院
の

機
能

強
化

）
 

○
 

（
削

除
）

 

○
 

機
能

分
担

と
連

携
機

能
、

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

へ
の

対
応

等
の

機
能

強
化

を
推

進
し

ま
す

。 

○
 

「
災

害
拠

点
病

院
」

と
し

て
の

、
災

害
対

応
力

の
強

化
を

推
進

し
ま

す
。

 

  

（
５

）
救

急
医

療
 

○
 

新
病

院
で

は
、

地
域

救
命

救
急

セ
ン

タ
ー

及
び

ヘ
リ

ポ
ー

ト
を

整
備

し
救

急
医

療
を

強
化

し
ま

す
。

 

 

《
数

値
目

標
》

 

項
 

目
 

現
 

状
 

目
 

 
標

 

2
01

8
 

(
H3

0
) 

2
01

9
 

(
R1

)
 

2
02

0
 

(
R2

) 
20

2
1
 

(R
3
) 

2
0
22

 
(
R
4)

 
2
02

3
 

(
R5

)
 

医
療

施
設

従
事

医
師

数
※

１
 

 
 

人
 

(R
2
) 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

1
2
8

人
 

看
護

師
等

数

（
人

口
1
0

万

対
:
実

人
員

）
※

２
 

 
  

人
 

(R
2
) 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

小
児

科
医

数
 

(1
5

歳
未

満
人

口
1
0

万
対

) 

 
  

人
 

(R
2
) 

7
2
.2

人
 

－
 

7
6
.6

人
 

－
 

8
1
.5

人
 

－
 

初
期

救
急

医
療

 

施
設

の
受

入
れ

 

割
合

 

2
1
.1

％
 

(R
1
) 

2
3
.5

％
 

2
3
.8

％
 

2
4
.1

％
 

2
4
.4

％
 

2
4
.8

％
 

2
5
.1

％
 

｢
も

が
み

ネ
ッ

ト
｣

登
録

患
者

割
合

 

6
.5

％
 

(R
2
) 

3
.0

％
 

3
.7

％
 

4
.4

％
 

5
.1

％
 

5
.8

％
 

6
.5

％
 

［
医

師
数

、
小

児
科

医
数

：
厚

生
労

働
省

「
医

師
・

歯
科

医
師

・
薬

剤
師

調
査

」（
調

査
周

期
：

２
年

）
］

 

 県
周

産
期

医
療

情
報

シ
ス

テ

ム
が

運
用

停
止

さ
れ

た
た

め

削
除

 

  山
形

県
医

師
確

保
計

画
の

内

容
を

反
映

 

看
護

師
養

成
機

関
設

置
が

断

念
さ

れ
た

た
め

削
除

。
 

   新
庄

病
院

の
移

転
改

築
に

関

す
る

検
討

状
況

を
踏

ま
え

て

時
点

修
正

。
 

   新
庄

病
院

の
移

転
改

築
に

関

す
る

検
討

状
況

を
踏

ま
え

て

時
点

修
正

。
 

  デ
ー

タ
の

時
点

修
正

、
元

号

の
修

正
。

 

 山
形

県
医

師
確

保
計

画
の

目

標
値

に
合

わ
せ

て
修

正
 

山
形

県
看

護
職

員
需

給
推

計

を
踏

ま
え

目
標

を
再

設
定

 

   

77



現
 

 
行

 
 

計
 

 
画

 
修

 
 

正
 

 
案

 
修

正
理

由
等

 

［
初

期
救

急
医

療
施

設
の

受
入

割
合

、「
も

が
み

ネ
ッ

ト
」

登
録

患
者

割
合

：
最

上
保

健
所

調
べ

］
 

        

《
目

指
す

べ
き

方
向

を
実

現
す

る
た

め
の

施
策

》
 

（
１

）
医

療
従

事
者

 

○
 

県
は

、
地

域
で

検
討

が
行

わ
れ

て
い

る
看

護
師

養
成

機
関

の
設

置
に

向
け

、
看

護
職

員
の

確
保

等

に
つ

い
て

協
力

・
支

援
し

ま
す

。
 

○
 

県
は

、
市

町
村

で
実

施
し

て
い

る
看

護
師

育
成

最
上

地
域

修
学

資
金

制
度

に
つ

い
て

、
制

度
の

持

続
的

な
運

用
に

向
け

た
協

力
を

行
い

ま
す

。
 

  

（
２

）
医

療
施

設
 

○
 

県
は

、
最

上
地

域
保

健
医

療
対

策
協

議
会

や
最

上
地

域
医

療
連

携
推

進
協

議
会

な
ど

関
係

団
体

か
ら

意
見

を
聴

取
し

な
が

ら
、

救
急

医
療

や
災

害
医

療
、

地
域

の
医

療
機

関
と

の
連

携
等

、
基

幹
病

院
で

あ
る

県
立

新
庄

病
院

の
機

能
強

化
に

つ
い

て
、

改
築

に
向

け
た

各
種

会
議

等
の

中
で

検
討

を

進
め

ま
す

。
 

     

（
８

）
医

療
連

携
 

○
 

県
は

、
Ｉ

Ｃ
Ｔ

の
活

用
に

よ
る

患
者

情
報

の
共

有
化

を
進

め
る

た
め

、
も

が
み

ネ
ッ

ト
の

利
用

職

種
拡

大
及

び
医

療
機

関
に

お
け

る
双

方
向

情
報

共
有

に
向

け
た

検
討

を
進

め
ま

す
。

 

  

［
看

護
師

数
：

厚
生

労
働

省
「

業
務

従
事

者
届

」
（

調
査

周
期

：
２

年
）］

 

［
初

期
救

急
医

療
施

設
の

受
入

割
合

、
「

も
が

み
ネ

ッ
ト

」
登

録
患

者
割

合
：

最
上

保
健

所
調

べ
］

 

※
１

 
山

形
県

医
師

確
保

計
画

（
令

和
２

年
７

月
）

に
お

け
る

目
標

値
。

 

※
２

 
令

和
７

年
度

の
目

標
値

：
1,

36
3
.
2

人
以

上
。

目
標

値
に

つ
い

て
は

、
山

形
県

看
護

職
員

需
給

推

計
の

策
定

時
の

1
0

万
人

あ
た

り
の

数
値

（
H3

0:
1
,2

6
2.

2
人

）
に

、
策

定
時

（
平

成
３

０
年

）
の

県
全

体
の

数
値

と
目

標
年

（
令

和
７

年
）

の
県

全
体

の
供

給
推

計
値

を
比

較
し

た
割

合
（

伸
び

率
 

（
1.

0
8
）
）

を
乗

じ
て

得
た

数
。

 

  

《
目

指
す

べ
き

方
向

を
実

現
す

る
た

め
の

施
策

》
 

（
１

）
医

療
従

事
者

 

○
 

（
削

除
）

 

 ○
 

県
は

、
市

町
村

で
実

施
し

て
い

る
看

護
師

育
成

最
上

地
域

修
学

資
金

制
度

に
つ

い
て

、
制

度
の

持
続

的
な

運
用

に
向

け
た

協
力

を
行

い
ま

す
。

 

   

（
２

）
医

療
施

設
 

○
 

県
は

、
最

上
地

域
保

健
医

療
対

策
協

議
会

や
最

上
地

域
医

療
連

携
推

進
協

議
会

な
ど

関
係

団
体

か
ら

意
見

を
聴

取
し

な
が

ら
、

救
急

医
療

や
災

害
医

療
、

地
域

の
医

療
機

関
と

の
連

携
等

、
基

幹
病

院
で

あ
る

県
立

新
庄

病
院

の
機

能
強

化
に

つ
い

て
、

改
築

に
向

け
た

各
種

会
議

等
の

中
で

検
討

を

進
め

ま
す

。
 

ま
た

、
そ

の
結

果
を

ふ
ま

え
、

新
病

院
で

は
、

地
域

救
命

救
急

セ
ン

タ
ー

や
総

合
患

者
サ

ポ
ー

ト

セ
ン

タ
ー

等
の

開
設

、
診

療
科

の
新

設
等

に
よ

り
診

療
機

能
の

強
化

を
図

り
ま

す
。

 

  

（
８

）
医

療
連

携
 

○
 

県
は

、
Ｉ

Ｃ
Ｔ

の
活

用
に

よ
る

患
者

情
報

の
共

有
化

を
進

め
る

た
め

、
も

が
み

ネ
ッ

ト
の

利
用

職
種

拡
大

及
び

医
療

機
関

に
お

け
る

双
方

向
情

報
共

有
に

向
け

た
検

討
を

進
め

ま
す

。
 

        看
護

師
養

成
機

関
設

置
が

断

念
さ

れ
た

た
め

削
除

。
 

修
学

資
金

が
市

町
村

ご
と

に

実
施

さ
れ

る
こ

と
と

な
っ

た

こ
と

を
反

映
。

 

   新
庄

病
院

の
移

転
改

築
に

関

す
る

検
討

状
況

を
踏

ま
え

て

時
点

修
正

。
 

      H
3
0

に
「

医
療

職
・

介
護

職
、

そ
の

他
守

秘
義

務
が

課

せ
ら

れ
て

い
る

者
」

ま
で

利

用
職

種
が

拡
大

さ
れ

た
こ

と

を
反

映
。
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第
７

次
県

保
健

医
療

計
画

 
修

正
票

 

 

所
属

名
 

最
上

総
合

支
庁

 

保
健

企
画

課
 

 

現
行

計
画

 

ペ
ー

ジ
 

2
4
3-

2
47

 
第

３
部

 
地

域
編

 
第

 
章

 
 

第
２

節
 

最
上

二
次

保
健

医
療

圏
 

２
 

地
域

の
特

徴
的

な
疾

病
対

策
等

 

 

現
 

 
行

 
 

計
 

 
画

 
修

 
 

正
 

 
案

 
修

正
理

由
等

 

《
現

状
と

課
題

》
 

（
１

）
が

ん
対

策
 

○
 

最
上

地
域

に
お

け
る

が
ん

に
よ

る
平

成
27

年
人

口
1
0

万
対

の
死

亡
率

は
42

2
.9

で
、

県
平

均

（
3
5
8
.2

）
を

大
き

く
上

回
り

、
全

国
平

均
（

2
95

.
5）

と
比

較
し

て
も

は
る

か
に

高
く

な
っ

て
い

ま

す
。

 

 

が
ん

に
よ

る
死

亡
率

（
人

口
1
0

万
対

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
最

上
 

山
形

県
 

全
国

 

男
 

性
 

4
7
3
.5

 
4
32

.
9
 

3
5
9.

7
 

女
 

性
 

3
7
6
.0

 
2
88

.
7
 

2
3
4.

6
 

合
 

計
 

4
2
2
.9

 
3
58

.
2
 

2
9
5.

5
 

資
料

：
厚

生
労

働
省

「
平

成
2
7

年
人

口
動

態
統

計
」

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 ○
 

二
次

保
健

医
療

圏
別

に
お

け
る

女
性

の
胃

が
ん

死
亡

率
に

お
い

て
、

全
国

を
1
00

と
し

た
時

の

指
標

で
あ

る
標

準
化

死
亡

比
（

平
成

2
0
～

2
4

年
）

が
、

16
2.

8
と

全
国

で
最

も
高

く
な

っ
て

い
ま

す
。

 

 ○
 

が
ん

の
危

険
因

子
で

あ
る

食
塩

の
摂

取
量

（
平

成
2
2

年
）

が
、

国
の

目
標

に
し

て
い

る
８

g
に

比
べ

最
上

地
域

は
1
0
.
3g

と
高

く
な

っ
て

い
ま

す
。

 

○
 

県
立

新
庄

病
院

が
「

地
域

が
ん

診
療

連
携

拠
点

病
院

」
に

指
定

さ
れ

、
地

域
連

携
パ

ス
が

導
入

さ

れ
て

お
り

、
今

後
、

化
学

療
法

や
放

射
線

治
療

の
充

実
、

疼
痛

緩
和

医
療

等
に

対
応

す
る

緩
和

ケ
ア

病
床

機
能

の
整

備
を

図
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

 

 （
２

）
脳

卒
中

対
策

 

○
 

最
上

地
域

に
お

け
る

平
成

2
7

年
の

人
口

10
万

対
の

脳
卒

中
（

脳
血

管
疾

患
）

死
亡

率
は

1
86

.2

で
、

県
平

均
（

1
48

.
3）

及
び

全
国

平
均

（
8
9.

4
）

と
比

べ
て

非
常

に
高

く
な

っ
て

い
ま

す
。

 

 

脳
血

管
疾

患
に

よ
る

死
亡

率
（

人
口

10
万

対
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
最

上
 

山
形

県
 

全
国

 

男
 

性
 

1
8
5
.6

 
1
31

.
7
 

87
.
8 

女
 

性
 

1
8
6
.7

 
1
63

.
8
 

90
.
8 

合
 

計
 

1
8
6
.2

 
1
48

.
3
 

89
.
4 

資
料

：
厚

生
労

働
省

「
平

成
2
7

年
人

口
動

態
統

計
」

 

  

《
現

状
と

課
題

》
 

（
１

）
が

ん
対

策
 

○
 

最
上

地
域

に
お

け
る

が
ん

に
よ

る
令

和
元

年
人

口
1
0

万
対

の
死

亡
率

は
39

1
.
4

で
、

県
平

均

（
36

9
.
3
）

を
大

き
く

上
回

り
、

全
国

平
均

（
3
04

.
2）

と
比

較
し

て
も

は
る

か
に

高
く

な
っ

て
い

ま

す
。

 

 

が
ん

に
よ

る
死

亡
率

（
人

口
1
0

万
対

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
最

上
 

山
形

県
 

全
国

 

男
 

性
 

48
6
.
3 

44
6
.
4
 

3
66

 

女
 

性
 

30
4
.
0 

29
7
.
8
 

24
5.

7
 

合
 

計
 

39
1
.
4 

36
9
.
3
 

30
4.

2
 

資
料

：
厚

生
労

働
省

「
令

和
元

年
人

口
動

態
統

計
」

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 ○
 

二
次

保
健

医
療

圏
別

に
お

け
る

女
性

の
胃

が
ん

死
亡

率
に

お
い

て
、

全
国

を
1
0
0

と
し

た
時

の

指
標

で
あ

る
標

準
化

死
亡

比
（

平
成

25
～

29
年

）
が

、
男

性
15

6.
6
（

3
位

）
、

女
性

1
43

.
5
（

5

位
）

と
全

国
で

最
も

高
く

な
っ

て
い

ま
す

。
 

 ○
 

が
ん

の
危

険
因

子
で

あ
る

食
塩

の
摂

取
量

（
平

成
2
8

年
）

が
、

県
の

目
標

に
し

て
い

る
８

g
に

比
べ

最
上

地
域

は
9
.8

g
と

高
く

な
っ

て
い

ま
す

。
 

○
 

県
立

新
庄

病
院

が
「

地
域

が
ん

診
療

連
携

拠
点

病
院

」
に

指
定

さ
れ

、
地

域
連

携
パ

ス
が

導
入

さ

れ
て

お
り

、
今

後
、

化
学

療
法

や
放

射
線

治
療

の
充

実
、

疼
痛

緩
和

医
療

等
に

対
応

す
る

緩
和

ケ
ア

病
床

機
能

の
強

化
を

図
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

 

 （
２

）
脳

卒
中

対
策

 

○
 

最
上

地
域

に
お

け
る

令
和

元
年

の
人

口
1
0

万
対

の
脳

卒
中

（
脳

血
管

疾
患

）
死

亡
率

は
19

8
.
5

で
、

県
平

均
（

1
3
9
.7

）
及

び
全

国
平

均
（

8
6.

1
）

と
比

べ
て

非
常

に
高

く
な

っ
て

い
ま

す
。

 

 

脳
血

管
疾

患
に

よ
る

死
亡

率
（

人
口

1
0

万
対

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
最

上
 

山
形

県
 

全
国

 

男
 

性
 

16
5
.
0 

12
7
.
3
 

8
6
 

女
 

性
 

22
9
.
3 

14
9
.
5
 

86
.
2 

合
 

計
 

19
8
.
5 

13
9
.
7
 

86
.
1 

資
料

：
厚

生
労

働
省

「
令

和
元

年
人

口
動

態
統

計
」

 

  

 デ
ー

タ
の

時
点

修
正

。
 

                 県
立

新
庄

病
院

に
お

い
て

緩

和
ケ

ア
病

床
機

能
が

整
備

さ

れ
た

こ
と

を
反

映
。

 

 デ
ー

タ
の

時
点

修
正

。
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現
 

 
行

 
 

計
 

 
画

 
修

 
 

正
 

 
案

 
修

正
理

由
等

 

（
３

）
急

性
心

筋
梗

塞
対

策
 

○
 

最
上

地
域

に
お

け
る

平
成

2
7

年
人

口
10

万
対

の
心

疾
患

に
よ

る
死

亡
率

は
2
69

.
0

で
、

県
平

均
（

1
98

.
8
）

及
び

全
国

平
均

（
15

6.
5
）

と
比

べ
て

非
常

に
高

く
な

っ
て

い
ま

す
。

 

 

心
疾

患
に

よ
る

死
亡

率
（

人
口

1
0

万
対

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

資
料

：
厚

生
労

働
省

「
平

成
2
7

年
人

口
動

態
統

計
」

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  （
４

）
糖

尿
病

対
策

 

○
 

最
上

地
域

に
お

け
る

平
成

2
7

年
人

口
1
0

万
対

の
糖

尿
病

に
よ

る
死

亡
率

は
16

.
8

で
、

県
平

均

（
1
0
.
2）

及
び

全
国

平
均

（
10

.
6）

と
比

べ
て

高
く

な
っ

て
い

ま
す

。
 

 

糖
尿

病
に

よ
る

死
亡

率
（

人
口

1
0

万
対

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
最

上
 

山
形

県
 

全
国

 

男
 

性
 

1
6
.1

 
9.

2
 

11
.
7 

女
 

性
 

1
7
.4

 
11

.
0 

9
.6

 

合
 

計
 

1
6
.8

 
10

.
2 

10
.
6 

資
料

：
厚

生
労

働
省

「
平

成
2
7

年
人

口
動

態
統

計
」

 
 

 

○
 

市
町

村
国

保
健

診
に

お
け

る
糖

尿
病

関
連

検
査

に
お

け
る

正
常

値
者

の
割

合
（

平
成

2
7

年

21
.
0
％

）
が

、
他

地
域

（
村

山
3
5.

9
％

、
置

賜
37

.
5％

、
庄

内
3
8
.2

％
）

と
比

べ
て

非
常

に
低

く

な
っ

て
い

ま
す

。
 

 市
町

村
国

保
健

診
に

お
け

る
糖

尿
病

関
連

検
査

結
果

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
最

上
 

山
形

県
 

村
山

 
置

賜
 

庄
内

 

正
常

値
者

の
割

合
 

2
1.

0
％

 
3
5.

7
％

 
3
5.

9
％

 
37

.
5％

 
3
8.

2
％

 

資
料

：
山

形
県

国
保

連
合

会
統

計
資

料
（

平
成

2
7

年
度

）
 

 市
町

村
国

保
健

診
に

お
け

る
Ｂ

Ｍ
Ｉ

25
以

上
の

肥
満

者
の

割
合

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
最

上
 

山
形

県
 

村
山

 
置

賜
 

庄
内

 

男
 

性
 

3
2.

1
％

 
3
0
.7

％
 

3
0.

2
％

 
30

.
5％

 
3
1
.3

％
 

女
 

性
 

2
8.

3
％

 
2
4
.0

％
 

2
3.

3
％

 
23

.
8％

 
2
4
.0

％
 

資
料

：
山

形
県

国
保

連
合

会
統

計
資

料
（

平
成

2
7

年
度

）
 

 （
５

）
精

神
疾

患
対

策
 

 
最

上
 

山
形

県
 

全
国

 

男
 

性
 

2
5
8.

3 
18

9
.
8 

1
5
1.

0
 

女
 

性
 

2
7
8.

9 
20

7
.
1 

1
6
1.

7
 

合
 

計
 

2
6
9.

0 
19

8
.
8 

1
5
6.

5
 

（
３

）
急

性
心

筋
梗

塞
対

策
 

○
 

最
上

地
域

に
お

け
る

令
和

元
年

人
口

1
0

万
対

の
心

疾
患

に
よ

る
死

亡
率

は
26

2
.
3

で
、

県
平

均

（
22

6
.
4
）

及
び

全
国

平
均

（
1
6
7.

9
）

と
比

べ
て

非
常

に
高

く
な

っ
て

い
ま

す
。

 

 

心
疾

患
に

よ
る

死
亡

率
（

人
口

10
万

対
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

資
料

：
厚

生
労

働
省

「
令

和
元

年
人

口
動

態
統

計
」

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   
（

４
）

糖
尿

病
対

策
 

○
 

（
削

除
）

 

  

（
表

の
削

除
）

 

      ○
 

市
町

村
国

保
健

診
に

お
け

る
糖

尿
病

関
連

検
査

に
お

け
る

正
常

値
者

の
割

合
（

令
和

元
年

13
.0

％
）

が
、

他
地

域
（

村
山

19
.
0％

、
置

賜
1
9
.
0％

、
庄

内
2
9.

4
％

）
と

比
べ

て
非

常
に

低
く

な
っ

て
い

ま
す

。
 

 市
町

村
国

保
健

診
に

お
け

る
糖

尿
病

関
連

検
査

結
果

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
最

上
 

山
形

県
 

村
山

 
置

賜
 

庄
内

 

正
常

値
者

の
割

合
 

13
.
0％

 
2
2.

1
％

 
1
9
.0

％
 

1
9.

0
％

 
2
9
.
4％

 

資
料

：
山

形
県

国
保

連
合

会
統

計
資

料
（

令
和

元
年

度
）

 

 市
町

村
国

保
健

診
に

お
け

る
Ｂ

Ｍ
Ｉ

25
以

上
の

肥
満

者
の

割
合

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
最

上
 

山
形

県
 

村
山

 
置

賜
 

庄
内

 

男
 

性
 

3
5.

0
％

 
34

.
1％

 
3
3.

4％
 

3
5.

0
％

 
34

.
1
％

 

女
 

性
 

2
9.

3
％

 
25

.
6％

 
2
4.

6％
 

2
6.

6
％

 
25

.
6
％

 

資
料

：
山

形
県

国
保

連
合

会
統

計
資

料
（

令
和

元
年

度
）

 

 （
５

）
精

神
疾

患
対

策
 

 
最

上
 

山
形

県
 

全
国

 

男
 

性
 

2
4
6.

0
 

2
16

.
4 

1
6
3.

1
 

女
 

性
 

2
7
7.

3
 

2
33

.
0 

1
7
2.

4
 

合
 

計
 

2
6
2.

3
 

2
26

.
4 

1
6
7.

9
 

デ
ー

タ
の

時
点

修
正

。
 

           デ
ー

タ
の

時
点

修
正

。
 

令
和

元
年

度
の

糖
尿

病
に

よ

る
死

亡
率

は
県

、
全

国
と

比

較
し

て
も

高
く

な
い

た
め

、

削
除

。
糖

尿
病

に
よ

る
最

上

地
域

の
死

亡
者

数
（

6
名

）

が
少

な
い

た
め

変
動

が
多

く
、

経
年

で
の

比
較

は
難

し

い
。

 

                  デ
ー

タ
の

時
点

修
正

。
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現
 

 
行

 
 

計
 

 
画

 
修

 
 

正
 

 
案

 
修

正
理

由
等

 

○
 

最
上

地
域

に
お

け
る

人
口

1
0

万
対

の
自

殺
死

亡
率

は
、

平
成

2
3

年
（

4
2
.1

）
か

ら
平

成
2
6

年

（
2
6
.5

）
ま

で
、

県
・

全
国

と
同

様
に

減
少

傾
向

で
し

た
が

、
平

成
2
7

年
（

4
1
.4

）
に

再
び

増
加

し
、

県
平

均
（

2
1
.7

）
、

全
国

平
均

（
1
8
.5

）
と

比
較

し
て

高
く

な
っ

て
い

ま
す

。
 

 自
殺

死
亡

の
状

況
（

死
亡

率
：

人
口

10
万

対
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
最

上
 

山
形

県
 

全
国

 

男
 

性
 

5
9
.1

 
3
1
.4

 
2
6
.6

 

女
 

性
 

2
4
.6

 
1
2
.8

 
1
0
.8

 

合
 

計
 

4
1
.4

 
2
1
.7

 
1
8
.5

 

資
料

：
厚

生
労

働
省

「
平

成
2
7

年
人

口
動

態
統

計
」

 

 ○
 

症
状

が
あ

っ
て

も
受

診
し

な
い

理
由

と
し

て
、

病
識

の
乏

し
さ

だ
け

で
な

く
、

単
身

世
帯

で
あ

る
こ

と
や

家
族

の
高

齢
化

等
に

よ
り

適
正

受
診

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

な
い

と
の

相
談

が
増

え
て

い

ま
す

。
 

  

《
目

指
す

べ
き

方
向

》
 

（
１

）
が

ん
対

策
 

○
 

が
ん

に
係

る
分

野
へ

の
対

応
強

化
と

し
て

、
県

立
新

庄
病

院
の

医
療

機
能

の
充

実
及

び
緩

和
ケ

ア
病

床
機

能
の

整
備

を
推

進
し

ま
す

。
 

  

《
数

値
目

標
》

 

項
 

目
 

現
 

状
 

目
 

 
標

 

20
1
8
 

(
H3

0
)
 

2
0
19

 
(
H3

1
) 

2
0
20

 
(
H3

2
) 

2
02

1
 

(H
3
3
) 

2
02

2
 

(H
3
4)

 
2
02

3 
(
H
35

)
 

が
ん

(胃
･
肺

･
大

腸
)検

診
受

診
率

 
2
9
.5

％
 

(H
2
7
) 

3
4
.6

％
 

3
6
.3

％
 

3
8
.0

％
 

3
9
.7

％
 

4
1
.4

％
 

4
3
.1

％
 

が
ん

(胃
･
肺

･
大

腸
)検

診
精

密
検

査
受

診
率

 
7
9
.7

％
 

(H
2
7
) 

8
7
.5

％
 

9
0
.0

％
 

9
2
.5

％
 

9
5
.0

％
 

9
7
.5

％
 

1
0
0
％

 

特
定

健
診

の
受

診
率

 
4
3
.9

％
 

(H
2
7
) 

5
0
.0

％
 

5
2
.0

％
 

5
4
.0

％
 

5
6
.0

％
 

5
8
.0

％
 

6
0
.0

％
 

特
定

保
健

指
導

の
 

終
了

率
 

5
6
.0

％
 

(H
2
7
) 

5
7
.5

％
 

5
8
.0

％
 

5
8
.5

％
 

5
9
.0

％
 

5
9
.5

％
 

6
0
.0

％
 

糖
尿

病
関

連
検

査
に

お
け

る
正

常
値

者
の

割
合

 

2
1
.0

％
 

(H
2
7
) 

2
3
.5

％
 

2
6
.0

％
 

2
8
.5

％
 

3
1
.0

％
 

3
3
.5

％
 

3
5
.7

％
 

自
殺

に
よ

る
死

亡
率

(人
口

1
0

万
対

) 

3
6
.0

 
(H

2
3
～

2
7

の
実

人
数

の
平

均
か

ら
算

出
) 

3
4
.7

 
3
3
.3

 
3
2
.0

 
3
0
.7

 
2
9
.3

 
2
8
.0

 

［
が

ん
検

診
受

診
率

：
厚

生
労

働
省

「
地

域
保

健
・

健
康

増
進

事
業

報
告

」］
 

○
 

最
上

地
域

に
お

け
る

人
口

1
0

万
対

の
自

殺
死

亡
率

は
、

平
成

2
7

年
（

4
1
.4

）
以

降
、

県
・

全

国
と

同
様

に
減

少
し

て
い

る
も

の
、

令
和

元
年

（
2
5
.0

）
と

、
県

（
1
8
.2

）
、

全
国

（
1
5
.7

）
と

比

較
し

て
依

然
高

い
状

態
が

続
い

て
い

ま
す

。
 

 自
殺

死
亡

の
状

況
（

死
亡

率
：

人
口

1
0

万
対

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
最

上
 

山
形

県
 

全
国

 

男
 

性
 

3
7
.6

 
2
7
.7

 
2
2
.7

 

女
 

性
 

1
3
.3

 
 
9
.4

 
 
9
.1

 

合
 

計
 

2
5
.0

 
1
8
.2

 
1
5
.7

 

資
料

：
厚

生
労

働
省

「
令

和
元

年
人

口
動

態
統

計
」

 

 

○
 

精
神

疾
患

は
本

人
の

病
識

の
乏

し
さ

や
、

周
囲

の
理

解
不

足
、

単
身

世
帯

で
あ

る
こ

と
や

家
族

の

高
齢

化
等

に
よ

り
適

正
受

診
が

難
し

い
場

合
が

あ
り

ま
す

。
 

   《
目

指
す

べ
き

方
向

》
 

（
１

）
が

ん
対

策
 

○
 

が
ん

に
係

る
分

野
へ

の
対

応
強

化
と

し
て

、
県

立
新

庄
病

院
の

医
療

機
能

の
充

実
及

び
緩

和
ケ

ア
病

床
機

能
の

強
化

を
推

進
し

ま
す

。
 

  《
数

値
目

標
》

 

項
 

目
 

現
 

状
 

目
 

 
標

 

2
01

8
 

(
H
3
0)

 
2
01

9
 

(
R1

)
 

20
2
0
 

(R
2
) 

2
0
21

 
(
R
3)

 
20

22
 

(R
4)

 
2
0
23

 
(
R
5)

 

が
ん

(胃
･
肺

･
大

腸
)検

診
受

診
率

 
2
1
.9

％
(H

2
8
) 

3
4
.6

％
 

3
6
.3

％
 

3
8
.0

％
 

3
9
.7

％
 

4
1
.4

％
 

4
3
.1

％
 

が
ん

(胃
･
肺

･
大

腸
)検

診
精

密
検

査
受

診
率

 
8
2
.2

％
(H

2
8
) 

8
7
.5

％
 

9
0
.0

％
 

9
2
.5

％
 

9
5
.0

％
 

9
7
.5

％
 

1
0
0
％

 

特
定

健
診

の
受

診
率

 
5
0
.7

％
(R

1
) 

5
0
.0

％
 

5
2
.0

％
 

5
4
.0

％
 

5
6
.0

％
 

5
8
.0

％
 

6
0
.0

％
 

特
定

保
健

指
導

の
 

終
了

率
 

5
1
.7

％
(R

1
) 

5
7
.5

％
 

5
8
.0

％
 

5
8
.5

％
 

5
9
.0

％
 

5
9
.5

％
 

6
0
.0

％
 

糖
尿

病
関

連
検

査
に

お
け

る
正

常
値

者
の

割
合

 

1
7
.2

％
(R

1
) 

2
3
.5

％
 

2
6
.0

％
 

2
8
.5

％
 

3
1
.0

％
 

3
3
.5

％
 

3
5
.7

％
 

自
殺

に
よ

る
死

亡
率

(人
口

1
0

万
対

) 
2
7
.0

 
(H

3
0
) 

3
4
.7

 
3
3
.3

 
3
2
.0

 
3
0
.7

 
2
9
.3

 
2
8
.0

 

  

［
が

ん
検

診
受

診
率

：
厚

生
労

働
省

「
地

域
保

健
・

健
康

増
進

事
業

報
告

」］
 

           精
神

疾
患

に
つ

い
て

適
正

受

診
が

難
し

い
と

い
う

相
談

が

増
え

て
い

る
と

の
デ

ー
タ

な

し
。

 

  県
立

新
庄

病
院

に
お

い
て

緩

和
ケ

ア
病

床
機

能
が

整
備

さ

れ
た

こ
と

を
反

映
。

 

  デ
ー

タ
の

時
点

修
正

、
元

号

の
修

正
。
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現
 

 
行

 
 

計
 

 
画

 
修

 
 

正
 

 
案

 
修

正
理

由
等

 

［
が

ん
精

密
検

査
受

診
率

、
特

定
健

診
受

診
率

、
特

定
保

健
指

導
終

了
率

、
糖

尿
病

関
連

検
査

正
常

値
者

の
割

合
：

 

市
町

村
国

保
健

診
デ

ー
タ

］
 

［
自

殺
に

よ
る

死
亡

率
：

厚
生

労
働

省
「

人
口

動
態

統
計

」］
 

 

［
が

ん
精

密
検

査
受

診
率

、
特

定
健

診
受

診
率

、
特

定
保

健
指

導
終

了
率

、
糖

尿
病

関
連

検
査

正
常

値
者

の
割

合
：

 

市
町

村
国

保
健

診
デ

ー
タ

］
 

［
自

殺
に

よ
る

死
亡

率
：

厚
生

労
働

省
「

人
口

動
態

統
計

」］
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第
７

次
県

保
健

医
療

計
画

 
修

正
票

 

 

所
属

名
 

最
上

総
合

支
庁

 

保
健

企
画

課
 

現
行

計
画

 

ペ
ー

ジ
 

2
4
9-

2
52

 
第

３
部

 
地

域
編

 
第

 
章

 
 

第
２

節
 

最
上

二
次

保
健

医
療

圏
 

３
 

在
宅

医
療

の
推

進
 

 

現
 

 
行

 
 

計
 

 
画

 
修

 
 

正
 

 
案

 
修

正
理

由
等

 

《
現

状
と

課
題

》
 

（
１

）
在

宅
医

療
の

充
実

 

〇
 

平
成

2
9

年
４

月
１

日
現

在
の

最
上

地
域

に
お

け
る

高
齢

化
率

（
6
5

歳
以

上
人

口
の

割
合

）
は

33
.
2
％

と
、

県
全

体
の

3
1.

4
％

よ
り

高
く

、
う

ち
75

歳
以

上
人

口
の

割
合

は
1
8
.
5
％

と
県

内
で

最
も

高
く

、
今

後
も

そ
の

割
合

は
増

加
す

る
と

推
計

さ
れ

ま
す

。
 

〇
 

平
成

26
年

の
最

上
地

域
の

在
宅

療
養

支
援

診
療

所
は

５
施

設
、

人
口

1
0

万
対

6
.
4

で
、

県
全

体
の

7.
5

よ
り

少
な

い
状

況
に

あ
り

ま
す

。
 

〇
 

平
成

2
6

年
の

最
上

地
域

で
医

療
保

険
等

に
よ

る
在

宅
サ

ー
ビ

ス
を

実
施

し
て

い
る

医
療

機
関

は

19
施

設
、

人
口

1
0

万
対

24
.
0

で
、

県
全

体
の

4
0
.4

よ
り

少
な

い
状

況
で

す
。

ま
た

、
平

成
26

年
の

最
上

地
域

で
医

療
保

険
等

に
よ

る
在

宅
サ

ー
ビ

ス
を

実
施

し
て

い
る

歯
科

診
療

所
は

３
施

設
、

人
口

1
0

万
対

3
.
8

で
、

県
全

体
の

15
.0

よ
り

少
な

い
状

況
に

あ
り

ま
す

。
 

〇
 

平
成

27
年

の
最

上
地

域
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